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外
務
卿
副
島
種
臣
の
征
台
論
と
外
務
卿
権
限
の
拡
大 

　
―
予
算
紛
議
の
帰
結
と
し
て
の
外
征
論
―

大
庭 

裕
介

キ
ー
ワ
ー
ド
：
外
征
論
／
明
治
六
年
政
変
／
明
治
初
期
外
交

は
じ
め
に

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
一
二
日
、
条
約
改
正
の
予
備
交
渉
と
欧
米
諸
国
視
察
を
目
的
と
し
た
岩
倉
使
節
団
が
外
遊
の
途
に

就
い
た
こ
と
で
、
国
内
で
は
三
条
実
美
（
太
政
大
臣
）
を
首
班
、
西
郷
隆
盛
を
筆
頭
参
議
と
す
る
留
守
政
府
が
発
足
す
る
。
し
か
し
、

留
守
政
府
は
近
代
化
を
急
ぐ
司
法
省
・
工
部
省
・
文
部
省
と
健
全
財
政
を
優
先
す
る
大
蔵
省
と
の
予
算
を
め
ぐ
る
対
立
、
明
治
六
年
政

変
の
争
点
と
な
る
征
韓
論
な
ど
数
多
く
の
火
種
を
起
こ
し
て
い
っ
た
。

と
り
わ
け
、
西
郷
隆
盛
の
遣
韓
使
節
就
任
（
い
わ
ゆ
る
征
韓
論
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
政
府
発
足
以
来
、
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
陥
っ

て
い
た
朝
鮮
と
の
国
交
樹
立
と
士
族
の
不
満
解
消
の
は
け
口
を
目
的
と
し
て
い
た
と
の
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
西
郷

が
遣
韓
使
節
就
任
を
望
ん
だ
背
景
に
つ
い
て
は
、
対
朝
外
交
の
正
常
化
や
士
族
対
策
の
ほ
か
、
西
郷
自
身
の
健
康
状
態
悪
化
が
あ
り
、

皇
使
と
し
て
の
「
死
地
を
見
出
す
」
と
の
自
殺
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
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本
稿
で
は
家
近
良
樹
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
西
郷
が
遣
韓
使
節
就
任
を
望
ん
だ
背
景
を
再
検
討
し
て
い
く
。
先
行
研
究
で
は
西
郷

が
遣
韓
使
節
就
任
を
唱
え
た
背
景
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、「
な
ぜ
、
征
韓
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と

の
視
点
で
、
当
該
期
の
政
局
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
留
守
政
府
で
は
西
郷
が
遣
韓
使
節
就
任
を
唱
え
始
め
た
「
明
治
六
年

七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡（

（
（

」
に
先
行
し
て
、
明
治
四
年
一
一
月
か
ら
副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
を
中
心
に
征
台
論
が
沸

騰
し
て
い
た
。
ま
た
、
副
島
が
征
台
論
を
唱
え
て
い
た
明
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
徴
兵
令
発
布
前
で
あ
っ
た
た
め
、

征
台
に
際
し
て
は
不
平
士
族
を
派
遣
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た（

（
（

。
不
平
士
族
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
征

韓
論
が
征
台
論
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
っ
た
要
因
を
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
留
守
政
府
期
の
研
究
に
お
い
て
も
、
従
来
は
明
治
六
年
の
予
算
問
題
が
検
討
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
予

算
問
題
の
渦
中
に
あ
っ
た
大
蔵
省
・
工
部
省
・
司
法
省
に
研
究
が
集
中
し
て
お
り（

（
（

、
留
守
政
府
期
の
外
務
省
は
研
究
の
俎
上
に
乗
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
外
交
史
研
究
に
お
い
て
副
島
外
交
は
、
長
ら
く
日
清
修
好
条
規
批
准
や
日
露
国
境
画
定
交
渉
に
お
け
る
強
硬

さ
か
ら
国
権
外
交（

（
（

や
帝
国
主
義
的
な
大
陸
政
策
の
先
駆（

（
（

と
の
評
価
が
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
副
島
外
交
に
対
す
る
理
解
は
、
概
ね
近

年
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る（

（
（

。
一
方
で
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
外
交
史
研
究
で
は
副
島
は
清
朝
の
冊
封
体
制
を
容
認

し
、
清
朝
と
対
等
か
つ
友
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
外
交
の
円
滑
化
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ（

（
（

、
条
約
体
制
を
期

す
る
寺
島
外
交
へ
の
過
渡
的
な
段
階
と
の
評
価
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
概
ね
征
台
論
の
口
実
を
引
き
出
し
た
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
や
大
陸
政
策
の
一
環
と
評
価
さ

れ
た
樺
太
交
渉
に
研
究
の
比
重
が
置
か
れ
、
内
政
問
題
と
切
り
離
さ
れ
た
考
察
が
進
展
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
時
期
の
内
政
問
題
で
あ

る
予
算
紛
議（

（
（

や
西
郷
遣
韓
使
節
問
題（
（1
（

と
い
っ
た
重
要
事
項
と
の
関
連
を
欠
き
、
留
守
政
府
期
に
お
け
る
征
台
論
の
位
置
づ
け
は
あ
い
ま

い
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る（
（（
（

。

ま
た
、
副
島
の
外
交
姿
勢
が
清
朝
に
対
し
て
強
硬
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
友
好
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
明
治
初
期
の
政
策
決
定
が
太
政

大
臣
の
了
承
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
加
え
、
多
額
の
軍
費
を
必
要
と
す
る
外
政
に
は
健
全
財
政
を
志
向
す
る
大
蔵
省
の
強
硬
な
反
対
が

予
想
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
総
合
調
整
を
要
す
る
な
か
で
は
、
外
務
省
以
外
の
諸
省
や
閣
議
の
意
向
と
の
兼
ね
合
い
の
な
か
で
、
副
島
外

交
や
征
台
論
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
留
守
政
府
期
の
副
島
外
交
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
征
台
論
を
当
該
時
期
の
政
局
と
の
関
連
の
な
か
で
位
置
づ
け
て
い
き
た
い
。

一
　
征
台
論
と
外
務
卿
権
限
の
拡
大

1　

副
島
種
臣
の
征
台
論

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
八
日
、
台
湾
に
漂
着
し
た
宮
古
・
八
重
山
の
漁
民
が
原
住
民
に
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
き
る
。
こ

れ
に
憤
慨
し
た
大
山
綱
良
（
鹿
児
島
県
参
事
）
が
台
湾
へ
の
出
兵
を
政
府
に
提
案
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
政
府
部
内
に
お
い
て
も

征
台
論
が
高
揚
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
政
府
部
内
で
征
台
論
を
唱
え
て
い
っ
た
の
が
、
同
年
一
一
月
四
日
に
外
務
卿
に
就
任
し
た
副

島
種
臣
で
あ
っ
た
。

副
島
が
征
台
論
を
唱
え
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
日
本
に
明
治
五
年
五
月
よ
り
樺
太
談
判
の
た
め
に
来
日
し
た
駐
清
露
国
代
理
公
使

ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
提
案
が
あ
っ
た
。
ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
思
惑
は
、
樺
太
談
判
か
ら
日
本
を
引
き
離
し
つ
つ
、
日
清
対
立
を
煽
る
こ
と
に

よ
り
イ
リ
問
題
で
係
争
中
の
清
朝
の
背
後
を
脅
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た（
（1
（

。

ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
提
案
を
容
れ
た
副
島
は
、
明
治
五
年
九
月
二
六
日
に
征
台
に
向
け
て
の
情
報
を
収
集
す
る
べ
く
、
来
日
中
で
あ
っ

た
厦
門
米
国
領
事
リ
ゼ
ン
ド
ル
と
面
会
す
る
。
こ
の
席
上
で
副
島
は
征
台
の
計
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
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本
稿
で
は
家
近
良
樹
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
西
郷
が
遣
韓
使
節
就
任
を
望
ん
だ
背
景
を
再
検
討
し
て
い
く
。
先
行
研
究
で
は
西
郷

が
遣
韓
使
節
就
任
を
唱
え
た
背
景
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、「
な
ぜ
、
征
韓
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と

の
視
点
で
、
当
該
期
の
政
局
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
留
守
政
府
で
は
西
郷
が
遣
韓
使
節
就
任
を
唱
え
始
め
た
「
明
治
六
年

七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡（

（
（

」
に
先
行
し
て
、
明
治
四
年
一
一
月
か
ら
副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
を
中
心
に
征
台
論
が
沸

騰
し
て
い
た
。
ま
た
、
副
島
が
征
台
論
を
唱
え
て
い
た
明
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
徴
兵
令
発
布
前
で
あ
っ
た
た
め
、

征
台
に
際
し
て
は
不
平
士
族
を
派
遣
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た（

（
（

。
不
平
士
族
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
征

韓
論
が
征
台
論
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
っ
た
要
因
を
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
留
守
政
府
期
の
研
究
に
お
い
て
も
、
従
来
は
明
治
六
年
の
予
算
問
題
が
検
討
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
予

算
問
題
の
渦
中
に
あ
っ
た
大
蔵
省
・
工
部
省
・
司
法
省
に
研
究
が
集
中
し
て
お
り（

（
（

、
留
守
政
府
期
の
外
務
省
は
研
究
の
俎
上
に
乗
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
外
交
史
研
究
に
お
い
て
副
島
外
交
は
、
長
ら
く
日
清
修
好
条
規
批
准
や
日
露
国
境
画
定
交
渉
に
お
け
る
強
硬

さ
か
ら
国
権
外
交（

（
（

や
帝
国
主
義
的
な
大
陸
政
策
の
先
駆（

（
（

と
の
評
価
が
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
副
島
外
交
に
対
す
る
理
解
は
、
概
ね
近

年
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る（

（
（

。
一
方
で
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
外
交
史
研
究
で
は
副
島
は
清
朝
の
冊
封
体
制
を
容
認

し
、
清
朝
と
対
等
か
つ
友
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
外
交
の
円
滑
化
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ（

（
（

、
条
約
体
制
を
期

す
る
寺
島
外
交
へ
の
過
渡
的
な
段
階
と
の
評
価
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
概
ね
征
台
論
の
口
実
を
引
き
出
し
た
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
や
大
陸
政
策
の
一
環
と
評
価
さ

れ
た
樺
太
交
渉
に
研
究
の
比
重
が
置
か
れ
、
内
政
問
題
と
切
り
離
さ
れ
た
考
察
が
進
展
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
時
期
の
内
政
問
題
で
あ

る
予
算
紛
議（

（
（

や
西
郷
遣
韓
使
節
問
題（
（1
（

と
い
っ
た
重
要
事
項
と
の
関
連
を
欠
き
、
留
守
政
府
期
に
お
け
る
征
台
論
の
位
置
づ
け
は
あ
い
ま

い
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る（
（（
（

。

ま
た
、
副
島
の
外
交
姿
勢
が
清
朝
に
対
し
て
強
硬
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
友
好
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
明
治
初
期
の
政
策
決
定
が
太
政

大
臣
の
了
承
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
加
え
、
多
額
の
軍
費
を
必
要
と
す
る
外
政
に
は
健
全
財
政
を
志
向
す
る
大
蔵
省
の
強
硬
な
反
対
が

予
想
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
総
合
調
整
を
要
す
る
な
か
で
は
、
外
務
省
以
外
の
諸
省
や
閣
議
の
意
向
と
の
兼
ね
合
い
の
な
か
で
、
副
島
外

交
や
征
台
論
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
留
守
政
府
期
の
副
島
外
交
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
征
台
論
を
当
該
時
期
の
政
局
と
の
関
連
の
な
か
で
位
置
づ
け
て
い
き
た
い
。

一
　
征
台
論
と
外
務
卿
権
限
の
拡
大

1　

副
島
種
臣
の
征
台
論

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
八
日
、
台
湾
に
漂
着
し
た
宮
古
・
八
重
山
の
漁
民
が
原
住
民
に
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
き
る
。
こ

れ
に
憤
慨
し
た
大
山
綱
良
（
鹿
児
島
県
参
事
）
が
台
湾
へ
の
出
兵
を
政
府
に
提
案
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
政
府
部
内
に
お
い
て
も

征
台
論
が
高
揚
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
政
府
部
内
で
征
台
論
を
唱
え
て
い
っ
た
の
が
、
同
年
一
一
月
四
日
に
外
務
卿
に
就
任
し
た
副

島
種
臣
で
あ
っ
た
。

副
島
が
征
台
論
を
唱
え
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
日
本
に
明
治
五
年
五
月
よ
り
樺
太
談
判
の
た
め
に
来
日
し
た
駐
清
露
国
代
理
公
使

ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
提
案
が
あ
っ
た
。
ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
思
惑
は
、
樺
太
談
判
か
ら
日
本
を
引
き
離
し
つ
つ
、
日
清
対
立
を
煽
る
こ
と
に

よ
り
イ
リ
問
題
で
係
争
中
の
清
朝
の
背
後
を
脅
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た（
（1
（

。

ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
の
提
案
を
容
れ
た
副
島
は
、
明
治
五
年
九
月
二
六
日
に
征
台
に
向
け
て
の
情
報
を
収
集
す
る
べ
く
、
来
日
中
で
あ
っ

た
厦
門
米
国
領
事
リ
ゼ
ン
ド
ル
と
面
会
す
る
。
こ
の
席
上
で
副
島
は
征
台
の
計
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
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一
萬
位
の
兵
は
容
易
に
差
出
可
申
候
。（
中
略
）
貴
下
に
面
晤
せ
さ
る
迄
は
一
萬
の
兵
ボ
タ
ン
え
出
張
上
陸
為
致
、
夫
よ
り
掛
合

候
は
ゝ
、
一
言
も
申
間
敷
と
存
、
若
し
否
申
聞
候
は
ゝ
、
直
に
征
伐
可
致
見
込
に
有
之
候
。（
中
略
）
一
萬
の
出
兵
容
易
な
る
訳

は
、
是
迄
日
本
四
拾
万
余
の
武
士
い
つ
れ
も
剛
勇
難
御
者
に
て
、
此
等
有
事
は
喜
て
出
兵
可
致（
（1
（

。

以
後
の
漂
流
民
保
護
の
確
約
を
各
部
族
長
に
取
り
付
け
る
こ
と
を
目
的
に
、
副
島
は
兵
員
一
万
人
の
出
兵
計
画
を
会
談
の
席
上
で
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
副
島
の
意
向
は
、
武
力
を
チ
ラ
つ
か
せ
な
が
ら
も
、
飽
く
ま
で
交
渉
を
基
本
線
と
し
て
お
り
、

戦
闘
を
第
一
義
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
楽
観
的
な
観
測
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
同
日
の
リ
ゼ
ン
ド
ル
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
「
台
湾
の
戦
兵
は
凡
三
百
計
に
候（
（1
（

」
と
す
る
情
報
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
副
島
は
一
万
近
い
圧
倒
的
な
兵
力
差
の
も
と

で
の
優
位
な
交
渉
を
想
定
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
戦
闘
に
及
ん
だ
と
し
て
も
小
規
模
な
う
ち
に
収
束
す
る
と
踏
ん
で
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

台
湾
で
の
戦
闘
が
小
規
模
で
あ
ろ
う
と
の
観
測
の
一
方
、
副
島
が
懸
念
し
て
い
た
の
は
台
湾
を
領
有
す
る
清
朝
の
動
向
で
あ
っ
た
。

リ
ゼ
ン
ド
ル
と
の
会
談
の
な
か
で
も
副
島
は
、「
乍
去
支
那
と
の
交
際
上
に
於
て
如
何
と
心
配
致
候（
（1
（

」
と
の
相
談
を
も
ち
か
け
て
い
る
。

リ
ゼ
ン
ド
ル
は
「
支
那
と
の
交
際
を
破
り
候
は
不
好
と
の
儀
、
御
尤
に
候
得
共
、
萬
国
公
法
に
依
れ
は
人
民
保
護
の
儀
、
支
那
政
府
え

掛
合
、
同
政
府（
に
脱
）於
保
護
致
し
候
旨
、
御
掛
合
至
当
也（
（1
（

」
と
回
答
し
、
清
朝
政
府
が
台
湾
を
「
保
護
不
行
届（
（1
（

」
と
し
た
場
合
に
限
り
、
万

国
公
法
に
立
脚
し
て
出
兵
可
能
と
の
見
方
を
示
し
た
。

副
島
の
征
台
論
は
清
朝
や
台
湾
部
族
長
と
の
交
渉
を
基
本
線
と
し
た
慎
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
副
島
の
征
台
論
は
結
果
的

に
緊
縮
財
政
を
標
榜
す
る
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
に
よ
っ
て
閣
議
で
否
決
さ
れ
る
。「
明
治
五
年
一
〇
月
一
八
日
付
木
戸
孝
允
宛
井
上

馨
書
簡（
（1
（

」
に
は
、
井
上
が
征
台
に
反
対
す
る
理
由
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

（
台
湾
民
の
琉
球
漂
流
民
殺
害
を
清
国
政
府
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
―
筆
者
註
）
同
政
府
（
清
国
政
府
―
筆
者
註
）
ハ
百
事
錯

雑
、
之
ヲ
統
括
ス
ル
ノ
意
ナ
シ
。
故（

ニ
脱
）リ

コ
ー
シ
ヨ
ウ
人名

ニ
命
ジ
、
此
吾
使
節
ニ
応
接
ヲ
ナ
セ
シ
ム
ル
ナ
ラ
ン
。
当
時
同
人
ハ
支
那

一
人
ノ
人
物
故
、
之
離
間
之
策
ヲ
施
ス
必
免
官
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
ス
レ
バ
彼
ノ
嶋
ハ
同
政
府
ニ
更
ニ
保
護
ス
ル
ノ
論
ハ
ナ
ク
、
故
日

本
政
府
ヨ
リ
自
由
ニ
其
罪
ヲ
問
フ
ベ
シ
ト
返
答
ス
ル
必
要
ナ
リ
ト
ノ
大
意
ニ
テ
、
殆
我
掌
握
ノ
内
ト
云
気
色
ナ
リ
。
終
ニ
諸
長
官

ノ
会
議
ト
ナ
リ
、
吾
輩
尤
不
同
意
ヲ
申
立
タ
リ
。
其
故
ハ
、
外
ニ
趣
（
赴
カ
）キ

吾
国
威
ヲ
拡
張
ス
ル
ハ
誰
歟
不
楽
。
然
国
威
ヲ
揚
ン
ト

セ
バ
先
内
務
ヲ
調
、
内
富
強
ノ
基
礎
相
立
、
然
後
他
ニ
及
ブ
ヲ
順
序
ト
ス
。（
中
略
）
且
既
ニ
当
冬
諸
大
名
ノ
禄
ヲ
発
（
廃
カ
）ス

ル
論
モ

一
決
セ
リ
。
又
来
春
ハ
士
族
卒
ノ
禄
券
モ
発
行
ス
ル
ニ
決
セ
リ
。
内
百
端
事
ヲ
起
シ
、
外
百
端
事
ヲ
起
サ
ン
ト
企
望
ス
ル
、
何

レ（
ノ
脱
）所

エ
開
化
文
明
ス
ル
哉
。
実
ニ
方
向
ヲ
失
セ
リ
。
故
防
之
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
台
湾
は
清
朝
の
版
図
で
あ
る
も
の
の
、
遠
隔
地
で
あ
る
た
め
に
琉
球
漁
民
殺
害
に
同
国
政
府
は
関
与
し
な
い
こ
と

が
、
日
本
政
府
で
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
台
湾
で
の
事
件
に
清
朝
政
府
は
関
知
し
な
い
と
の
回
答
を
得
た
こ
と
で
征
台
は

現
実
味
を
帯
び
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
閣
議
で
は
華
士
族
の
秩
禄
処
分
に
備
え
て
禄
券
発
行
の
基
本
金
確
立
を
優
先
す
る
井
上

の
主
張
が
通
り
、
外
征
の
凍
結
が
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
清
朝
が
台
湾
を
「
保
護
ス
ル
ノ
論
ハ
ナ
ク
」
と
回
答
し
た
こ
と
で
、
井
上
の

主
張
を
抑
え
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
征
台
が
実
現
可
能
と
の
見
通
し
を
与
え
て
い
っ
た
。

2　

外
務
卿
権
限
の
強
化

井
上
馨
が
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月
か
ら
起
草
に
着
手
し
た
明
治
六
年
の
諸
省
予
算
案
は
、
同
年
一
〇
月
に
正
院
の
内
決
を
得

た
こ
と
も
あ
り
、
副
島
種
臣
が
唱
え
る
征
台
論
は
凍
結
さ
れ
る（
（1
（

。
本
節
で
は
副
島
が
大
蔵
省
の
意
向
を
踏
ま
え
て
凍
結
に
同
意
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
要
因
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

明
治
二
年
七
月
の
職
員
令
に
よ
り
外
国
交
際
と
貿
易
監
督
を
目
的
に
外
務
省
が
設
置
さ
れ
る
。
外
務
省
が
省
務
を
十
分
に
遂
行
で
き
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一
萬
位
の
兵
は
容
易
に
差
出
可
申
候
。（
中
略
）
貴
下
に
面
晤
せ
さ
る
迄
は
一
萬
の
兵
ボ
タ
ン
え
出
張
上
陸
為
致
、
夫
よ
り
掛
合

候
は
ゝ
、
一
言
も
申
間
敷
と
存
、
若
し
否
申
聞
候
は
ゝ
、
直
に
征
伐
可
致
見
込
に
有
之
候
。（
中
略
）
一
萬
の
出
兵
容
易
な
る
訳

は
、
是
迄
日
本
四
拾
万
余
の
武
士
い
つ
れ
も
剛
勇
難
御
者
に
て
、
此
等
有
事
は
喜
て
出
兵
可
致（
（1
（

。

以
後
の
漂
流
民
保
護
の
確
約
を
各
部
族
長
に
取
り
付
け
る
こ
と
を
目
的
に
、
副
島
は
兵
員
一
万
人
の
出
兵
計
画
を
会
談
の
席
上
で
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
副
島
の
意
向
は
、
武
力
を
チ
ラ
つ
か
せ
な
が
ら
も
、
飽
く
ま
で
交
渉
を
基
本
線
と
し
て
お
り
、

戦
闘
を
第
一
義
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
楽
観
的
な
観
測
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
同
日
の
リ
ゼ
ン
ド
ル
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
「
台
湾
の
戦
兵
は
凡
三
百
計
に
候（
（1
（

」
と
す
る
情
報
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
副
島
は
一
万
近
い
圧
倒
的
な
兵
力
差
の
も
と

で
の
優
位
な
交
渉
を
想
定
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
戦
闘
に
及
ん
だ
と
し
て
も
小
規
模
な
う
ち
に
収
束
す
る
と
踏
ん
で
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

台
湾
で
の
戦
闘
が
小
規
模
で
あ
ろ
う
と
の
観
測
の
一
方
、
副
島
が
懸
念
し
て
い
た
の
は
台
湾
を
領
有
す
る
清
朝
の
動
向
で
あ
っ
た
。

リ
ゼ
ン
ド
ル
と
の
会
談
の
な
か
で
も
副
島
は
、「
乍
去
支
那
と
の
交
際
上
に
於
て
如
何
と
心
配
致
候（
（1
（

」
と
の
相
談
を
も
ち
か
け
て
い
る
。

リ
ゼ
ン
ド
ル
は
「
支
那
と
の
交
際
を
破
り
候
は
不
好
と
の
儀
、
御
尤
に
候
得
共
、
萬
国
公
法
に
依
れ
は
人
民
保
護
の
儀
、
支
那
政
府
え

掛
合
、
同
政
府（
に
脱
）於
保
護
致
し
候
旨
、
御
掛
合
至
当
也（
（1
（

」
と
回
答
し
、
清
朝
政
府
が
台
湾
を
「
保
護
不
行
届（
（1
（

」
と
し
た
場
合
に
限
り
、
万

国
公
法
に
立
脚
し
て
出
兵
可
能
と
の
見
方
を
示
し
た
。

副
島
の
征
台
論
は
清
朝
や
台
湾
部
族
長
と
の
交
渉
を
基
本
線
と
し
た
慎
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
副
島
の
征
台
論
は
結
果
的

に
緊
縮
財
政
を
標
榜
す
る
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
に
よ
っ
て
閣
議
で
否
決
さ
れ
る
。「
明
治
五
年
一
〇
月
一
八
日
付
木
戸
孝
允
宛
井
上

馨
書
簡（
（1
（

」
に
は
、
井
上
が
征
台
に
反
対
す
る
理
由
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

（
台
湾
民
の
琉
球
漂
流
民
殺
害
を
清
国
政
府
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
―
筆
者
註
）
同
政
府
（
清
国
政
府
―
筆
者
註
）
ハ
百
事
錯

雑
、
之
ヲ
統
括
ス
ル
ノ
意
ナ
シ
。
故（

ニ
脱
）リ

コ
ー
シ
ヨ
ウ
人名

ニ
命
ジ
、
此
吾
使
節
ニ
応
接
ヲ
ナ
セ
シ
ム
ル
ナ
ラ
ン
。
当
時
同
人
ハ
支
那

一
人
ノ
人
物
故
、
之
離
間
之
策
ヲ
施
ス
必
免
官
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
ス
レ
バ
彼
ノ
嶋
ハ
同
政
府
ニ
更
ニ
保
護
ス
ル
ノ
論
ハ
ナ
ク
、
故
日

本
政
府
ヨ
リ
自
由
ニ
其
罪
ヲ
問
フ
ベ
シ
ト
返
答
ス
ル
必
要
ナ
リ
ト
ノ
大
意
ニ
テ
、
殆
我
掌
握
ノ
内
ト
云
気
色
ナ
リ
。
終
ニ
諸
長
官

ノ
会
議
ト
ナ
リ
、
吾
輩
尤
不
同
意
ヲ
申
立
タ
リ
。
其
故
ハ
、
外
ニ
趣
（
赴
カ
）キ

吾
国
威
ヲ
拡
張
ス
ル
ハ
誰
歟
不
楽
。
然
国
威
ヲ
揚
ン
ト

セ
バ
先
内
務
ヲ
調
、
内
富
強
ノ
基
礎
相
立
、
然
後
他
ニ
及
ブ
ヲ
順
序
ト
ス
。（
中
略
）
且
既
ニ
当
冬
諸
大
名
ノ
禄
ヲ
発
（
廃
カ
）ス

ル
論
モ

一
決
セ
リ
。
又
来
春
ハ
士
族
卒
ノ
禄
券
モ
発
行
ス
ル
ニ
決
セ
リ
。
内
百
端
事
ヲ
起
シ
、
外
百
端
事
ヲ
起
サ
ン
ト
企
望
ス
ル
、
何

レ（
ノ
脱
）所

エ
開
化
文
明
ス
ル
哉
。
実
ニ
方
向
ヲ
失
セ
リ
。
故
防
之
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
台
湾
は
清
朝
の
版
図
で
あ
る
も
の
の
、
遠
隔
地
で
あ
る
た
め
に
琉
球
漁
民
殺
害
に
同
国
政
府
は
関
与
し
な
い
こ
と

が
、
日
本
政
府
で
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
台
湾
で
の
事
件
に
清
朝
政
府
は
関
知
し
な
い
と
の
回
答
を
得
た
こ
と
で
征
台
は

現
実
味
を
帯
び
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
閣
議
で
は
華
士
族
の
秩
禄
処
分
に
備
え
て
禄
券
発
行
の
基
本
金
確
立
を
優
先
す
る
井
上

の
主
張
が
通
り
、
外
征
の
凍
結
が
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
清
朝
が
台
湾
を
「
保
護
ス
ル
ノ
論
ハ
ナ
ク
」
と
回
答
し
た
こ
と
で
、
井
上
の

主
張
を
抑
え
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
征
台
が
実
現
可
能
と
の
見
通
し
を
与
え
て
い
っ
た
。

2　

外
務
卿
権
限
の
強
化

井
上
馨
が
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月
か
ら
起
草
に
着
手
し
た
明
治
六
年
の
諸
省
予
算
案
は
、
同
年
一
〇
月
に
正
院
の
内
決
を
得

た
こ
と
も
あ
り
、
副
島
種
臣
が
唱
え
る
征
台
論
は
凍
結
さ
れ
る（
（1
（

。
本
節
で
は
副
島
が
大
蔵
省
の
意
向
を
踏
ま
え
て
凍
結
に
同
意
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
要
因
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

明
治
二
年
七
月
の
職
員
令
に
よ
り
外
国
交
際
と
貿
易
監
督
を
目
的
に
外
務
省
が
設
置
さ
れ
る
。
外
務
省
が
省
務
を
十
分
に
遂
行
で
き
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る
だ
け
の
機
構
を
確
立
す
る
の
は
明
治
六
年
一
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
構
確
立
ま
で
の
あ
い
だ
、
外
務
省
は
迎
賓
施
設

で
あ
る
延
遼
館
設
置
（
明
治
二
年
）
や
在
外
公
使
制
度
の
確
立
（
明
治
三
年
）
を
行
っ
て
い
た
が
、
条
約
改
正
の
予
備
交
渉
は
岩
倉
使

節
団
が
担
う
と
さ
れ
た
う
え
、
在
外
公
使
館
も
パ
リ
（
明
治
四
年
五
月
）・
ワ
シ
ン
ト
ン
（
明
治
四
年
六
月
）・
ロ
ン
ド
ン
（
明
治
五
年

九
月
）
に
設
置
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
当
時
の
外
務
省
は
他
の
行
政
諸
省
に
比
べ
て
、
職
権
の
及
ぶ
範
囲
も
狭
小
で
あ
り
、
明
治
四
年
八
月
に
起
草
さ
れ
た

「
外
務
省
章
程（
11
（

」
に
は
卿
の
位
置
づ
け
は
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。

	

第
一
条

各
国
帝
王
及
ヒ
其
他
ニ
対
シ
、
我
天
皇
陛
下
ノ
御
璽
ヲ
下
シ
玉
へ
ル
文
書
ヲ
贈
答
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
外
務
卿
其
旨
ヲ
奉
シ
、
コ
レ
ヲ

保
護
ス
ル
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
。
其
目
如
左
。

一
、
我
天
皇
陛
下
ヨ
リ
各
国
帝
王
ニ
対
シ
、
慶
弔
依
托
許
可
等
ノ
勅
書
ヲ
贈
答
ス
ル
ニ
当
テ
、
外
務
卿
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
各
国
人
ニ
勅
書
ヲ
賜
フ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
外
務
卿
亦
宜
シ
ク
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
各
国
政
府
ト
諸
条
約
ヲ
結
フ
ニ
商
議
既
ニ
定
リ
、
天
皇
陛
下
御
璽
ヲ
下
シ
、
コ
レ
ヲ
保
証
シ
玉
フ
時
ニ
当
リ
テ
ハ
外
務
卿
コ

レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
我
天
皇
陛
下
ヨ
リ
各
国
帝
王
其
他
ニ
委
員
ヲ
差
派
ス
ル
ニ
当
テ
、
信
憑
ノ
勅
状
及
ヒ
委
任
状
等
御
璽
ヲ
下
シ
玉
フ
ヘ
キ
モ
ノ

ハ
外
務
卿
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

右
ノ
事
項
ハ
ソ
ノ
因
由
外
務
省
又
ハ
他
官
省
ニ
関
カ
ル
ヲ
問
ハ
ス
、
ソ
ノ
文
案
条
目
、
外
務
卿
必
ス
予
メ
其
議
ニ
与
参
協
同
ス
ル

ノ
権
ア
ル
可
シ
。

こ
の
な
か
で
外
務
卿
の
職
掌
は
、
外
交
文
書
の
授
受
と
捺
印
と
さ
れ
、
外
交
交
渉
や
条
約
締
結
に
ま
で
権
限
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
外
務
卿
は
独
断
で
の
判
断
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
右
院
ノ
議
ヲ
問
ヒ
、
又
ハ
同
院
ヨ
リ
起
ル
ト
コ
ロ
ノ
議
ヲ
主
裁（

1（
（

」

す
る
と
さ
れ
、
行
政
諸
省
の
合
議
体
で
あ
る
右
院
の
意
向
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
外
務
省
は
右
院

を
通
じ
て
諸
省
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
脆
弱
な
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
留
守
政
府
に
は
右
院
は
休
会
状
態
と

な
っ
て
お
り
、
外
務
卿
は
実
質
的
な
決
定
権
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
明
治
六
年
の
予
算
案
に
お
い
て
外
務
省
は
、
一
六
万
八
七
〇
〇
円（
11
（

の
査
定
を
受
け
る
。
こ
の
額
は
前
年
の
同
省

決
算
額
が
二
〇
万
五
二
九
二
円（
11
（

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
四
万
円
近
く
の
減
額
を
被
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
、

減
額
を
外
務
省
が
被
っ
た
の
は
、
岩
倉
使
節
団
と
留
守
政
府
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
「
約
定
書（
11
（

」
に
則
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
同

書
」
第
七
款
に
は
「
廃
藩
置
県
ノ
処
置
ハ
内
地
政
務
ノ
純
一
ニ
帰
セ
シ
ム
ヘ
キ
基
ナ
レ
ハ
、
条
理
ヲ
遂
ケ
順
次
其
実
効
ヲ
挙
ケ
、
改
正

ノ
地
歩
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
建
前
上
は
国
内
改
革
を
断
行
す
る
に
し
て
も
廃
藩
置
県
後
の
事
後
処
理
に
限
定
す
る
と
し
て
い

た
。
外
務
省
は
こ
う
し
た
廃
藩
置
県
後
の
事
後
処
理
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
減
額
査
定
を
被
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
外
務
省
は
司
法
省
（
明
治
五
年
決
算
額
四
六
万
円
）・
文
部
省
（
同
五
七
万
円
）・
工
部
省
（
同
七
〇
万
円
）
と
比
較
し
て

予
算
が
小
規
模
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
四
万
円
と
は
い
え
、
予
算
削
減
の
痛
手
は
大
き
く
、
明
治
六
年
の
査
定
額
に
つ
い
て
外
務
省

で
も
他
の
行
政
諸
省
同
様
に
予
算
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
予
算
決
定
後
の
明
治
六
年
一
月
四
日
、
外
務
省
は
正
院
に
宛
て
て

左
の
上
申
書
を
提
出
す
る
。

今
般
常
額
金
御
改
定
ニ
付
、
当
省
入
費
内
訳
書
相
伺
候
処
、
海
外
派
出
ノ
公
使
附
属
費
用
ノ
外
ハ
惣
テ
当
省
定
額
ニ
テ
可
仕
払
旨

御
達
有
之
。
然
ル
処
、
大
蔵
省
ヨ
リ
伺
済
書
面
相
廻
越
候
ニ
付
、
一
覧
致
シ
候
処
、
海
外
旅
費
並
外
国
エ
注
文
品
代
価
等
常
額
金

ニ
テ
仕
払
候
趣
ニ
候
得
共
、
右
ハ
初
発
ヨ
リ
当
省
見
込
外
ニ
テ
、
尤
旅
費
ノ
儀
ハ
臨
時
御
用
次
第
ニ
テ
度
数
概
算
難
相
立
候（
11
（

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
外
交
交
渉
の
た
め
の
官
員
派
出
も
予
算
で
賄
う
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
外
務
省
は
「
当
省
見
込
外
」
と
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る
だ
け
の
機
構
を
確
立
す
る
の
は
明
治
六
年
一
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
構
確
立
ま
で
の
あ
い
だ
、
外
務
省
は
迎
賓
施
設

で
あ
る
延
遼
館
設
置
（
明
治
二
年
）
や
在
外
公
使
制
度
の
確
立
（
明
治
三
年
）
を
行
っ
て
い
た
が
、
条
約
改
正
の
予
備
交
渉
は
岩
倉
使

節
団
が
担
う
と
さ
れ
た
う
え
、
在
外
公
使
館
も
パ
リ
（
明
治
四
年
五
月
）・
ワ
シ
ン
ト
ン
（
明
治
四
年
六
月
）・
ロ
ン
ド
ン
（
明
治
五
年

九
月
）
に
設
置
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
当
時
の
外
務
省
は
他
の
行
政
諸
省
に
比
べ
て
、
職
権
の
及
ぶ
範
囲
も
狭
小
で
あ
り
、
明
治
四
年
八
月
に
起
草
さ
れ
た

「
外
務
省
章
程（
11
（

」
に
は
卿
の
位
置
づ
け
は
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。

	

第
一
条

各
国
帝
王
及
ヒ
其
他
ニ
対
シ
、
我
天
皇
陛
下
ノ
御
璽
ヲ
下
シ
玉
へ
ル
文
書
ヲ
贈
答
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
外
務
卿
其
旨
ヲ
奉
シ
、
コ
レ
ヲ

保
護
ス
ル
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
。
其
目
如
左
。

一
、
我
天
皇
陛
下
ヨ
リ
各
国
帝
王
ニ
対
シ
、
慶
弔
依
托
許
可
等
ノ
勅
書
ヲ
贈
答
ス
ル
ニ
当
テ
、
外
務
卿
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
各
国
人
ニ
勅
書
ヲ
賜
フ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
外
務
卿
亦
宜
シ
ク
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
各
国
政
府
ト
諸
条
約
ヲ
結
フ
ニ
商
議
既
ニ
定
リ
、
天
皇
陛
下
御
璽
ヲ
下
シ
、
コ
レ
ヲ
保
証
シ
玉
フ
時
ニ
当
リ
テ
ハ
外
務
卿
コ

レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

一
、
我
天
皇
陛
下
ヨ
リ
各
国
帝
王
其
他
ニ
委
員
ヲ
差
派
ス
ル
ニ
当
テ
、
信
憑
ノ
勅
状
及
ヒ
委
任
状
等
御
璽
ヲ
下
シ
玉
フ
ヘ
キ
モ
ノ

ハ
外
務
卿
コ
レ
ニ
印
ス
ヘ
シ
。

右
ノ
事
項
ハ
ソ
ノ
因
由
外
務
省
又
ハ
他
官
省
ニ
関
カ
ル
ヲ
問
ハ
ス
、
ソ
ノ
文
案
条
目
、
外
務
卿
必
ス
予
メ
其
議
ニ
与
参
協
同
ス
ル

ノ
権
ア
ル
可
シ
。

こ
の
な
か
で
外
務
卿
の
職
掌
は
、
外
交
文
書
の
授
受
と
捺
印
と
さ
れ
、
外
交
交
渉
や
条
約
締
結
に
ま
で
権
限
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
外
務
卿
は
独
断
で
の
判
断
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
右
院
ノ
議
ヲ
問
ヒ
、
又
ハ
同
院
ヨ
リ
起
ル
ト
コ
ロ
ノ
議
ヲ
主
裁（

1（
（

」

す
る
と
さ
れ
、
行
政
諸
省
の
合
議
体
で
あ
る
右
院
の
意
向
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
外
務
省
は
右
院

を
通
じ
て
諸
省
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
脆
弱
な
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
留
守
政
府
に
は
右
院
は
休
会
状
態
と

な
っ
て
お
り
、
外
務
卿
は
実
質
的
な
決
定
権
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
明
治
六
年
の
予
算
案
に
お
い
て
外
務
省
は
、
一
六
万
八
七
〇
〇
円（
11
（

の
査
定
を
受
け
る
。
こ
の
額
は
前
年
の
同
省

決
算
額
が
二
〇
万
五
二
九
二
円（
11
（

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
四
万
円
近
く
の
減
額
を
被
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
、

減
額
を
外
務
省
が
被
っ
た
の
は
、
岩
倉
使
節
団
と
留
守
政
府
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
「
約
定
書（
11
（

」
に
則
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
同

書
」
第
七
款
に
は
「
廃
藩
置
県
ノ
処
置
ハ
内
地
政
務
ノ
純
一
ニ
帰
セ
シ
ム
ヘ
キ
基
ナ
レ
ハ
、
条
理
ヲ
遂
ケ
順
次
其
実
効
ヲ
挙
ケ
、
改
正

ノ
地
歩
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
建
前
上
は
国
内
改
革
を
断
行
す
る
に
し
て
も
廃
藩
置
県
後
の
事
後
処
理
に
限
定
す
る
と
し
て
い

た
。
外
務
省
は
こ
う
し
た
廃
藩
置
県
後
の
事
後
処
理
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
減
額
査
定
を
被
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
外
務
省
は
司
法
省
（
明
治
五
年
決
算
額
四
六
万
円
）・
文
部
省
（
同
五
七
万
円
）・
工
部
省
（
同
七
〇
万
円
）
と
比
較
し
て

予
算
が
小
規
模
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
四
万
円
と
は
い
え
、
予
算
削
減
の
痛
手
は
大
き
く
、
明
治
六
年
の
査
定
額
に
つ
い
て
外
務
省

で
も
他
の
行
政
諸
省
同
様
に
予
算
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
予
算
決
定
後
の
明
治
六
年
一
月
四
日
、
外
務
省
は
正
院
に
宛
て
て

左
の
上
申
書
を
提
出
す
る
。

今
般
常
額
金
御
改
定
ニ
付
、
当
省
入
費
内
訳
書
相
伺
候
処
、
海
外
派
出
ノ
公
使
附
属
費
用
ノ
外
ハ
惣
テ
当
省
定
額
ニ
テ
可
仕
払
旨

御
達
有
之
。
然
ル
処
、
大
蔵
省
ヨ
リ
伺
済
書
面
相
廻
越
候
ニ
付
、
一
覧
致
シ
候
処
、
海
外
旅
費
並
外
国
エ
注
文
品
代
価
等
常
額
金

ニ
テ
仕
払
候
趣
ニ
候
得
共
、
右
ハ
初
発
ヨ
リ
当
省
見
込
外
ニ
テ
、
尤
旅
費
ノ
儀
ハ
臨
時
御
用
次
第
ニ
テ
度
数
概
算
難
相
立
候（
11
（

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
外
交
交
渉
の
た
め
の
官
員
派
出
も
予
算
で
賄
う
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
外
務
省
は
「
当
省
見
込
外
」
と
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し
て
外
国
へ
の
大
使
・
公
使
・
公
使
派
遣
が
「
臨
時
御
用
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
予
算
多
寡
の
目
途
が
立
ち
に
く
い
と
し
て
批
判
し
て
い

る
。
ま
た
、
予
算
削
減
の
影
響
に
よ
っ
て
在
外
公
使
館
の
設
置
も
停
滞
し
て
お
り
、
明
治
五
年
九
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
在
外
公
使
館
（
公

使
は
寺
島
宗
則
）
が
設
け
ら
れ
て
以
降
、
途
絶
え
て
い
た
。

先
行
研
究
で
は
、
井
上
の
財
政
方
針
は
大
蔵
省
と
行
政
諸
省
と
の
予
算
を
め
ぐ
る
対
立
を
生
ん
だ
と
し
て
国
内
問
題
に
意
義
が
収
斂

さ
れ
て
き
た
が（
11
（

、
対
外
関
係
に
お
い
て
は
、
征
台
論
が
凍
結
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
外
務
省
は
外
交
事
務
全
般
に
及
ぶ
行
き
詰
ま
り
を
見

せ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
外
交
事
務
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
と
大
蔵
省
へ
の
対
抗
を
期
し
て
、
外
務
省
は
章
程
改
正
を
企
図
し
て
い
く
。
明
治
六
年
一
月

に
改
正
さ
れ
た
「
外
務
省
事
務
章
程（
11
（

」
に
お
い
て
、
外
務
卿
は
「
諸
省
使
長
官
ノ
最
頂
ニ
立
テ
朝
政
ノ
万
機
ニ
通
知
シ
、
恭
ク
聖
意
ヲ

体
シ
テ
時
々
ノ
論
旨
ヲ
遵
奉
シ
、
並
ニ
邦
国
相
交
ル
ノ
公
法
ヲ
照
準
シ
、
海
外
各
国
政
府
ト
我
帝
国
天
皇
陛
下
政
府
ト
ノ
交
際
事
務
ヲ

奉
行
ス
ル
ヲ
以
テ
職
掌
ト
ス
」
と
さ
れ
、
正
院
の
お
墨
付
き
の
も
と
、
外
務
卿
の
序
列
は
行
政
諸
省
卿
の
首
席
と
す
る
こ
と
が
表
明
さ

れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
緊
要
ナ
ル
時
ニ
随
、
即
チ
正
院
ニ
至
リ
弁
理
ス
ル
事
」
と
さ
れ
、
右
院
で
の
諸
省
と
の
合
議
を
経
な
く
て

も
直
接
に
正
院
の
裁
可
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
の
背
景
に
は
、
予
算
減
額
に
よ
る
外
交
事
務
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
打
破
が
あ
っ
た
が
、
一
方
で
副
島
も
か

ね
て
か
ら
「
大
使
と
政
府
と
の
往
復
、
外
交
交
際
に
関
る
も
の
は
外
務
卿
必
ず
先
つ
其
議
に
渉
り
、
且
之
を
取
扱
ふ
へ
き
事
と
奉
存

候（
11
（

」「
命
を
在
外
使
臣
に
伝
へ
、
訓
条
を
授
け
、
交
際
を
保
護
す
る
は
外
務
卿
の
職
な
り（
11
（

」
と
考
え
て
お
り
、
外
務
卿
の
職
務
で
あ
る

諸
外
国
と
の
「
交
際
事
務
」
を
全
う
す
る
に
は
井
上
の
財
政
策
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
っ
た（
11
（

。
ま
た
、
外
務
卿
が
正
院
と
直
結
し
、
他

省
に
優
越
し
た
結
果
、
征
台
凍
結
の
閣
議
決
定
を
覆
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
素
地
が
整
っ
て
い
っ
た
。

二
　
征
台
論
の
雲
散
霧
消
と
征
韓
論
の
台
頭

1　

征
台
論
の
実
現
と
西
郷
隆
盛
の
征
韓
論

「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
か
ら
二
か
月
後
の
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
三
月
一
三
日
、
外
務
卿
副
島
種
臣
は
、
日
清
修
好
条
規
批

准
の
た
め
に
渡
清
す
る（
1（
（

（
同
年
七
月
二
五
日
帰
国
）。
副
島
の
渡
清
と
征
台
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
渡
清
に
よ
っ
て
征
台
が
遠
の
い
た
と

す
る
見
解
が
あ
る
が（
11
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
渡
清
に
よ
っ
て
征
台
の
口
実
を
得
た
こ
と
か
ら
も
、
副
島
の
渡
清
は
却
っ
て
征
台
の
実
現
に

向
け
た
動
き
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（
11
（

。

事
実
、
副
島
は
渡
清
一
ヶ
月
前
の
二
月
一
七
日
に
大
隈
重
信
（
参
議
）
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
豪
語
し
て
い
た
。

台
湾
半
島
丈
な
ら
は
舌
上
に
て
受
取
候
義
は
随
分
御
受
合
可
申
、
全
島
な
ら
は
兵
戈
に
も
可
及
歟
も
難
計
、
併
半
島
受
取
居
候
は

ら
は
四
五
年
間
に
て
全
島
も
舌
上
に
て
手
に
入
れ
可
申
、
此
度
の
機
会
不
可
失
と
存
候（
11
（

こ
れ
は
渡
清
中
に
台
湾
を
め
ぐ
る
交
渉
を
進
め
る
こ
と
の
了
解
を
大
隈
に
求
め
る
た
め
に
送
っ
た
書
簡
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
簡
が
書

か
れ
た
時
点
で
は
、
征
台
に
否
定
的
な
大
蔵
大
輔
井
上
馨
も
政
府
に
居
り
、
依
然
と
し
て
征
台
の
凍
結
は
基
本
路
線
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
征
台
で
は
な
く
、
台
湾
を
め
ぐ
る
交
渉
だ
け
で
も
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
副
島
の
思
惑
は
当
初
の
征
台
の
目
的
で
あ
っ
た
琉
球
漁
民
の
保
護
か
ら
台
湾
領
有
へ

と
逸
脱
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
に
目
的
が
逸
脱
し
て
い
っ
た
の
は
、
明
治
六
月
二
日
の
ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
と
の
樺
太
交
渉
の
席
上
で
、
台

湾
領
有
に
成
功
し
た
暁
に
は
樺
太
を
放
棄
し
て
も
良
い
と
副
島
自
身
が
示
唆
し
た
こ
と
に
あ
っ
た（
11
（

。
副
島
が
樺
太
放
棄
と
台
湾
領
有
を

等
価
に
考
え
た
の
は
、
明
治
二
年
の
交
渉
着
手
以
来
、
停
滞
し
て
い
た
樺
太
交
渉
の
進
展
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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し
て
外
国
へ
の
大
使
・
公
使
・
公
使
派
遣
が
「
臨
時
御
用
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
予
算
多
寡
の
目
途
が
立
ち
に
く
い
と
し
て
批
判
し
て
い

る
。
ま
た
、
予
算
削
減
の
影
響
に
よ
っ
て
在
外
公
使
館
の
設
置
も
停
滞
し
て
お
り
、
明
治
五
年
九
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
在
外
公
使
館
（
公

使
は
寺
島
宗
則
）
が
設
け
ら
れ
て
以
降
、
途
絶
え
て
い
た
。

先
行
研
究
で
は
、
井
上
の
財
政
方
針
は
大
蔵
省
と
行
政
諸
省
と
の
予
算
を
め
ぐ
る
対
立
を
生
ん
だ
と
し
て
国
内
問
題
に
意
義
が
収
斂

さ
れ
て
き
た
が（
11
（

、
対
外
関
係
に
お
い
て
は
、
征
台
論
が
凍
結
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
外
務
省
は
外
交
事
務
全
般
に
及
ぶ
行
き
詰
ま
り
を
見

せ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
外
交
事
務
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
と
大
蔵
省
へ
の
対
抗
を
期
し
て
、
外
務
省
は
章
程
改
正
を
企
図
し
て
い
く
。
明
治
六
年
一
月

に
改
正
さ
れ
た
「
外
務
省
事
務
章
程（
11
（

」
に
お
い
て
、
外
務
卿
は
「
諸
省
使
長
官
ノ
最
頂
ニ
立
テ
朝
政
ノ
万
機
ニ
通
知
シ
、
恭
ク
聖
意
ヲ

体
シ
テ
時
々
ノ
論
旨
ヲ
遵
奉
シ
、
並
ニ
邦
国
相
交
ル
ノ
公
法
ヲ
照
準
シ
、
海
外
各
国
政
府
ト
我
帝
国
天
皇
陛
下
政
府
ト
ノ
交
際
事
務
ヲ

奉
行
ス
ル
ヲ
以
テ
職
掌
ト
ス
」
と
さ
れ
、
正
院
の
お
墨
付
き
の
も
と
、
外
務
卿
の
序
列
は
行
政
諸
省
卿
の
首
席
と
す
る
こ
と
が
表
明
さ

れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
緊
要
ナ
ル
時
ニ
随
、
即
チ
正
院
ニ
至
リ
弁
理
ス
ル
事
」
と
さ
れ
、
右
院
で
の
諸
省
と
の
合
議
を
経
な
く
て

も
直
接
に
正
院
の
裁
可
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
の
背
景
に
は
、
予
算
減
額
に
よ
る
外
交
事
務
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
打
破
が
あ
っ
た
が
、
一
方
で
副
島
も
か

ね
て
か
ら
「
大
使
と
政
府
と
の
往
復
、
外
交
交
際
に
関
る
も
の
は
外
務
卿
必
ず
先
つ
其
議
に
渉
り
、
且
之
を
取
扱
ふ
へ
き
事
と
奉
存

候（
11
（

」「
命
を
在
外
使
臣
に
伝
へ
、
訓
条
を
授
け
、
交
際
を
保
護
す
る
は
外
務
卿
の
職
な
り（
11
（

」
と
考
え
て
お
り
、
外
務
卿
の
職
務
で
あ
る

諸
外
国
と
の
「
交
際
事
務
」
を
全
う
す
る
に
は
井
上
の
財
政
策
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
っ
た（
11
（

。
ま
た
、
外
務
卿
が
正
院
と
直
結
し
、
他

省
に
優
越
し
た
結
果
、
征
台
凍
結
の
閣
議
決
定
を
覆
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
素
地
が
整
っ
て
い
っ
た
。

二
　
征
台
論
の
雲
散
霧
消
と
征
韓
論
の
台
頭

1　

征
台
論
の
実
現
と
西
郷
隆
盛
の
征
韓
論

「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
か
ら
二
か
月
後
の
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
三
月
一
三
日
、
外
務
卿
副
島
種
臣
は
、
日
清
修
好
条
規
批

准
の
た
め
に
渡
清
す
る（
1（
（

（
同
年
七
月
二
五
日
帰
国
）。
副
島
の
渡
清
と
征
台
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
渡
清
に
よ
っ
て
征
台
が
遠
の
い
た
と

す
る
見
解
が
あ
る
が（
11
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
渡
清
に
よ
っ
て
征
台
の
口
実
を
得
た
こ
と
か
ら
も
、
副
島
の
渡
清
は
却
っ
て
征
台
の
実
現
に

向
け
た
動
き
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（
11
（

。

事
実
、
副
島
は
渡
清
一
ヶ
月
前
の
二
月
一
七
日
に
大
隈
重
信
（
参
議
）
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
豪
語
し
て
い
た
。

台
湾
半
島
丈
な
ら
は
舌
上
に
て
受
取
候
義
は
随
分
御
受
合
可
申
、
全
島
な
ら
は
兵
戈
に
も
可
及
歟
も
難
計
、
併
半
島
受
取
居
候
は

ら
は
四
五
年
間
に
て
全
島
も
舌
上
に
て
手
に
入
れ
可
申
、
此
度
の
機
会
不
可
失
と
存
候（
11
（

こ
れ
は
渡
清
中
に
台
湾
を
め
ぐ
る
交
渉
を
進
め
る
こ
と
の
了
解
を
大
隈
に
求
め
る
た
め
に
送
っ
た
書
簡
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
簡
が
書

か
れ
た
時
点
で
は
、
征
台
に
否
定
的
な
大
蔵
大
輔
井
上
馨
も
政
府
に
居
り
、
依
然
と
し
て
征
台
の
凍
結
は
基
本
路
線
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
征
台
で
は
な
く
、
台
湾
を
め
ぐ
る
交
渉
だ
け
で
も
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
副
島
の
思
惑
は
当
初
の
征
台
の
目
的
で
あ
っ
た
琉
球
漁
民
の
保
護
か
ら
台
湾
領
有
へ

と
逸
脱
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
に
目
的
が
逸
脱
し
て
い
っ
た
の
は
、
明
治
六
月
二
日
の
ビ
ュ
ー
ツ
ォ
フ
と
の
樺
太
交
渉
の
席
上
で
、
台

湾
領
有
に
成
功
し
た
暁
に
は
樺
太
を
放
棄
し
て
も
良
い
と
副
島
自
身
が
示
唆
し
た
こ
と
に
あ
っ
た（
11
（

。
副
島
が
樺
太
放
棄
と
台
湾
領
有
を

等
価
に
考
え
た
の
は
、
明
治
二
年
の
交
渉
着
手
以
来
、
停
滞
し
て
い
た
樺
太
交
渉
の
進
展
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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合
、
③
台
湾
の
領
有
を
認
め
な
が
ら
も
台
湾
原
住
民
へ
の
処
分
を
拒
否
し
た
場
合
の
交
渉
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
②
③
の
回
答
が
あ
っ

た
場
合
に
は
日
本
政
府
が
台
湾
部
族
長
に
直
接
交
渉
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
正
院
か
ら
副
島
に
対
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
交
渉
方
針
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

清
国
ノ
義
ハ
我
国
ト
往
来
ス
ル
事
、
一
朝
ニ
非
ス
。
曽
テ
隣
好
ノ
誼
ア
リ
。
今
又
訂
交
ノ
約
書
ヲ
交
換
セ
ン
ト
ス
。
此
際
生
蕃
暴

逆
ノ
事
件
ヲ
談
判
ス
ル
。
全
ク
我
政
府
国
民
ニ
対
ス
ル
義
務
、
不
得
已
ニ
出
ツ
。
故
ニ
交
際
ヲ
重
シ
、
和
平
ヲ
旨
ト
シ
、
両
国
釁

隙
ヲ
生
ス
ル
事
ナ
キ
ヲ
要
ト
ス（
11
（

。

こ
の
通
達
に
よ
る
と
、
会
談
の
席
上
で
台
湾
問
題
を
提
起
す
る
理
由
は
、「
我
政
府
国
民
ニ
対
ス
ル
義
務
」
の
た
め
に
致
し
方
な
い
こ

と
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
征
台
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
平
和
解
決
に
向
か
う
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
、
副
島
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
大
蔵
少
輔
で
あ
っ
た
渋
沢
栄
一
に
よ
れ
ば
、
留
守
政
府
は
①
の
回
答
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
に
正
院
は
征
台

に
は
依
然
と
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

元
来
生
蕃
人
琉
球
人
民
を
横
殺
い
た
し
候
に
付
問
罪
云
々
之
事
は
、
一
昨
年
十
月
十
三
日
小
生
は
条
公
之
邸
に
於
て
始
而
拝
承

仕
、
其
節
よ
り
節
に
其
不
可
を
上
申
い
た
し
、
尋
而
其
月
廿
六
日
井
上
よ
り
条
公
へ
建
白
書
を
差
上
、
五
（
マ
マ
）不

可
を
条
陳
い
た
し
、

右
に
て
一
時
御
見
合
之
様
子
に
候
処
、
昨
年
三
月
末
副
島
氏
支
那
へ
御
遣
之
節
尚
議
相
発
し
、
四
月
初
旬
正
院
に
於
て
大
隈
、
板

垣
、
大
木
、
江
藤
、
小
生
輩
へ
右
使
節
発
遣
に
付
支
那
政
府
へ
談
判
之
振
合
審
議
可
致
様
と
の
命
有
之
、
両
三
日
間
大
に
討
論
之

上
、
日
本
政
府
之
目
的
は
決
而
支
那
政
府
と
釁
隙
は
不
相
生
、
且
願
く
は
支
那
政
府
に
て
生
蕃
を
其
版
図
と
し
横
殺
之
伸
冤
は
引

受
呉
候
様
致
度
、
只
政
府
之
義
務
を
尽
す
に
止
り
候
事
に
て
、
敢
而
略
地
を
本
旨
と
致
候
義
に
無
之
に
付
、
使
臣
支
那
政
府
と
の

談
判
は
右
之
要
旨
を
本
拠
に
い
た
し
可
申
段
、
勅
書
御
渡
相
成
候
筈
御
確
定
相
成
、
副
島
氏
は
出
発
被
致
候
事
に
有
之
、
其
後
小

生
は
放
免
を
得
候
に
付
、
副
島
氏
帰
朝
之
上
右
談
判
支
那
政
府
と
の
界
限
は
如
何
相
成
候
哉
聢
と
拝
承
不
仕
候
得
共
、
其
節
伝
聞

い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
務
卿
が
正
院
（
参
議
）
に
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
征
台
に
向
け
て
の
対
清
交
渉
が

実
現
へ
と
動
き
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
副
島
が
凍
結
さ
れ
た
は
ず
の
征
台
を
蒸
し
返
し
た
こ
と
が
、
後
に
西

郷
隆
盛
が
征
韓
論
を
唱
え
る
布
石
と
な
っ
て
い
く
。

大
隈
を
は
じ
め
と
し
た
正
院
へ
の
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
て
、
渡
清
に
際
し
て
副
島
に
渡
さ
れ
た
勅
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。朕

聞
ク
、
台
湾
島
ノ
生
蕃
、
数
次
我
人
民
ヲ
屠
殺
ス
ト
。
若
棄
テ
問
ハ
ス
ン
ハ
、
後
患
何
ソ
極
ラ
ン
。
今
爾
種
臣
ヘ
委
ヌ
ル
ニ
全

権
ヲ
以
テ
ス
。
爾
種
臣
、
其
往
テ
之
ヲ
伸
理
シ
、
以
テ
朕
カ
民
ヲ
保
ン
ス
ル
ノ
意
ヲ
副
へ
ヨ
。
欽
哉（
11
（

。

こ
の
勅
書
に
よ
れ
ば
、
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
に
お
い
て
台
湾
問
題
に
つ
い
て
の
清
朝
政
府
と
の
交
渉
を
可
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
委
任
の
要
旨
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
。

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
台
湾
全
島
ヲ
其
所
属
地
ト
為
シ
、
右
談
判
ヲ
引
受
ケ
、
其
処
置
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
任
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
横
殺

ニ
逢
シ
者
ノ
為
メ
十
分
ナ
ル
伸
冤
ノ
処
置
ヲ
責
ム
ヘ
シ
。（
中
略
）

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
若
政
権
ノ
及
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
其
所
属
地
ト
セ
ス
シ
テ
、
右
談
判
ヲ
引
受
サ
ル
時
ハ
之
ヲ
朕
カ
所
置
ニ

任
ス
ヘ
シ
。

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
若
シ
台
湾
全
島
ヲ
属
地
ト
為
シ
、
事
ヲ
左
右
ニ
托
シ
、
其
談
判
ヲ
引
受
サ
ル
時
ハ
清
国
政
府
政
権
ヲ
失
セ

ル
次
第
ヲ
明
弁
、
且
生
蕃
人
無
道
暴
逆
ノ
罪
ヲ
論
責
シ
、
而
シ
テ
服
セ
サ
レ
ハ
、
此
上
ノ
処
置
、
朕
カ
意
ニ
任
ス
ヘ
シ
。

一
、
右
談
判
三
条
ノ
外
ニ
出
ル
答
ア
ラ
ハ
、
公
法
ヲ
遵
守
シ
、
公
権
ヲ
失
ハ
サ
ル
ヤ
ウ
審
思
注
意
シ
、
臨
機
ノ
談
判
ヲ
ナ
ス
ヘ

シ（
11
（

。

こ
こ
で
は
清
朝
が
①
台
湾
原
住
民
の
処
分
を
引
き
受
け
た
場
合
、
②
台
湾
原
住
民
に
つ
い
て
は
政
権
が
関
与
し
な
い
と
回
答
し
た
場
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合
、
③
台
湾
の
領
有
を
認
め
な
が
ら
も
台
湾
原
住
民
へ
の
処
分
を
拒
否
し
た
場
合
の
交
渉
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
②
③
の
回
答
が
あ
っ

た
場
合
に
は
日
本
政
府
が
台
湾
部
族
長
に
直
接
交
渉
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
正
院
か
ら
副
島
に
対
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
交
渉
方
針
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

清
国
ノ
義
ハ
我
国
ト
往
来
ス
ル
事
、
一
朝
ニ
非
ス
。
曽
テ
隣
好
ノ
誼
ア
リ
。
今
又
訂
交
ノ
約
書
ヲ
交
換
セ
ン
ト
ス
。
此
際
生
蕃
暴

逆
ノ
事
件
ヲ
談
判
ス
ル
。
全
ク
我
政
府
国
民
ニ
対
ス
ル
義
務
、
不
得
已
ニ
出
ツ
。
故
ニ
交
際
ヲ
重
シ
、
和
平
ヲ
旨
ト
シ
、
両
国
釁

隙
ヲ
生
ス
ル
事
ナ
キ
ヲ
要
ト
ス（
11
（

。

こ
の
通
達
に
よ
る
と
、
会
談
の
席
上
で
台
湾
問
題
を
提
起
す
る
理
由
は
、「
我
政
府
国
民
ニ
対
ス
ル
義
務
」
の
た
め
に
致
し
方
な
い
こ

と
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
征
台
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
平
和
解
決
に
向
か
う
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
、
副
島
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
大
蔵
少
輔
で
あ
っ
た
渋
沢
栄
一
に
よ
れ
ば
、
留
守
政
府
は
①
の
回
答
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
に
正
院
は
征
台

に
は
依
然
と
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

元
来
生
蕃
人
琉
球
人
民
を
横
殺
い
た
し
候
に
付
問
罪
云
々
之
事
は
、
一
昨
年
十
月
十
三
日
小
生
は
条
公
之
邸
に
於
て
始
而
拝
承

仕
、
其
節
よ
り
節
に
其
不
可
を
上
申
い
た
し
、
尋
而
其
月
廿
六
日
井
上
よ
り
条
公
へ
建
白
書
を
差
上
、
五
（
マ
マ
）不

可
を
条
陳
い
た
し
、

右
に
て
一
時
御
見
合
之
様
子
に
候
処
、
昨
年
三
月
末
副
島
氏
支
那
へ
御
遣
之
節
尚
議
相
発
し
、
四
月
初
旬
正
院
に
於
て
大
隈
、
板

垣
、
大
木
、
江
藤
、
小
生
輩
へ
右
使
節
発
遣
に
付
支
那
政
府
へ
談
判
之
振
合
審
議
可
致
様
と
の
命
有
之
、
両
三
日
間
大
に
討
論
之

上
、
日
本
政
府
之
目
的
は
決
而
支
那
政
府
と
釁
隙
は
不
相
生
、
且
願
く
は
支
那
政
府
に
て
生
蕃
を
其
版
図
と
し
横
殺
之
伸
冤
は
引

受
呉
候
様
致
度
、
只
政
府
之
義
務
を
尽
す
に
止
り
候
事
に
て
、
敢
而
略
地
を
本
旨
と
致
候
義
に
無
之
に
付
、
使
臣
支
那
政
府
と
の

談
判
は
右
之
要
旨
を
本
拠
に
い
た
し
可
申
段
、
勅
書
御
渡
相
成
候
筈
御
確
定
相
成
、
副
島
氏
は
出
発
被
致
候
事
に
有
之
、
其
後
小

生
は
放
免
を
得
候
に
付
、
副
島
氏
帰
朝
之
上
右
談
判
支
那
政
府
と
の
界
限
は
如
何
相
成
候
哉
聢
と
拝
承
不
仕
候
得
共
、
其
節
伝
聞

い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
務
卿
が
正
院
（
参
議
）
に
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
征
台
に
向
け
て
の
対
清
交
渉
が

実
現
へ
と
動
き
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
副
島
が
凍
結
さ
れ
た
は
ず
の
征
台
を
蒸
し
返
し
た
こ
と
が
、
後
に
西

郷
隆
盛
が
征
韓
論
を
唱
え
る
布
石
と
な
っ
て
い
く
。

大
隈
を
は
じ
め
と
し
た
正
院
へ
の
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
て
、
渡
清
に
際
し
て
副
島
に
渡
さ
れ
た
勅
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。朕

聞
ク
、
台
湾
島
ノ
生
蕃
、
数
次
我
人
民
ヲ
屠
殺
ス
ト
。
若
棄
テ
問
ハ
ス
ン
ハ
、
後
患
何
ソ
極
ラ
ン
。
今
爾
種
臣
ヘ
委
ヌ
ル
ニ
全

権
ヲ
以
テ
ス
。
爾
種
臣
、
其
往
テ
之
ヲ
伸
理
シ
、
以
テ
朕
カ
民
ヲ
保
ン
ス
ル
ノ
意
ヲ
副
へ
ヨ
。
欽
哉（
11
（

。

こ
の
勅
書
に
よ
れ
ば
、
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
に
お
い
て
台
湾
問
題
に
つ
い
て
の
清
朝
政
府
と
の
交
渉
を
可
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
委
任
の
要
旨
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
。

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
台
湾
全
島
ヲ
其
所
属
地
ト
為
シ
、
右
談
判
ヲ
引
受
ケ
、
其
処
置
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
任
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
横
殺

ニ
逢
シ
者
ノ
為
メ
十
分
ナ
ル
伸
冤
ノ
処
置
ヲ
責
ム
ヘ
シ
。（
中
略
）

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
若
政
権
ノ
及
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
其
所
属
地
ト
セ
ス
シ
テ
、
右
談
判
ヲ
引
受
サ
ル
時
ハ
之
ヲ
朕
カ
所
置
ニ

任
ス
ヘ
シ
。

一
、
清
国
政
府
ニ
於
テ
若
シ
台
湾
全
島
ヲ
属
地
ト
為
シ
、
事
ヲ
左
右
ニ
托
シ
、
其
談
判
ヲ
引
受
サ
ル
時
ハ
清
国
政
府
政
権
ヲ
失
セ

ル
次
第
ヲ
明
弁
、
且
生
蕃
人
無
道
暴
逆
ノ
罪
ヲ
論
責
シ
、
而
シ
テ
服
セ
サ
レ
ハ
、
此
上
ノ
処
置
、
朕
カ
意
ニ
任
ス
ヘ
シ
。

一
、
右
談
判
三
条
ノ
外
ニ
出
ル
答
ア
ラ
ハ
、
公
法
ヲ
遵
守
シ
、
公
権
ヲ
失
ハ
サ
ル
ヤ
ウ
審
思
注
意
シ
、
臨
機
ノ
談
判
ヲ
ナ
ス
ヘ

シ（
11
（

。

こ
こ
で
は
清
朝
が
①
台
湾
原
住
民
の
処
分
を
引
き
受
け
た
場
合
、
②
台
湾
原
住
民
に
つ
い
て
は
政
権
が
関
与
し
な
い
と
回
答
し
た
場
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説
得
で
き
れ
ば
、
大
蔵
省
（
井
上
）
の
反
対
を
押
し
切
る
こ
と
も
可
能
と
の
見
込
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
清
朝
政
府
と
の
交
渉
の
席
上
で
の
征
台
の
口
実
獲
得
は
、
正
院
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
の
副
島
の
独
断
専
行
で
あ
り
、

征
台
凍
結
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
正
院
に
と
っ
て
は
、「
寝
耳
に
水
」
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

2　

な
ぜ
征
韓
論
が
優
先
さ
れ
て
い
く
の
か

副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
が
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
が
知
ら
さ
れ
た
の
は
、「
明
治
六
年
七
月
一
二

日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡（
11
（

」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
副
島
が
渡
清
中
の
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
二
五
日
、
外
征
凍
結

の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
予
算
紛
議
に
敗
れ
て
政
府
を
去
っ
た
こ
と
で
征
台
の
障
害
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
前
年
八
月
に
は
鹿
児
島
分
営
長
樺
山
資
紀
と
熊
本
鎮
台
司
令
官
桐
野
利
秋
が
上
京
し
、
西
郷
ら
諸
参
議
に
征
台
論
を
説
い
て
い
た（
11
（

。

そ
う
し
た
な
か
で
、
副
島
の
交
渉
成
果
を
伝
え
ら
れ
た
西
郷
は
、
七
月
二
一
日
に
西
郷
従
道
（
陸
軍
少
将
）
に
宛
て
て
、
次
の
よ
う
に

出
兵
準
備
の
指
示
を
出
し
て
い
る
。

扨
台
湾
の
模
様
少
々
相
分
候
由
、
就
い
て
は
兵
隊
御
繰
り
出
し
相
成
り
候
儀
に
候
わ
ば
、
鹿
児
島
の
兵
一
大
隊
招
集
い
た
し
、
別

府
（
晋
介
―
筆
者
註
）
氏
引
き
受
け
た
き
と
の
事
に
候
間
、
至
極
宜
し
か
る
べ
き
と
相
考
え
候
に
付
き
、
御
方
迄
御
申
し
入
れ
置

き
成
ら
る
べ
き
旨
申
し
置
き
候
処
、
野
生
よ
り
も
相
頼
み
呉
れ
候
様
承
り
候
に
付
き
、
何
卒
相
働
き
下
さ
れ
た
く
御
頼
み
申
し
上

げ
置
き
候
。
い
ま
だ
副
島
氏
罷
り
帰
ら
ず
候
わ
で
は
、
御
決
定
の
儀
も
出
来
事
難
き
事
に
候
え
共
、
前
広
申
し
置
か
ず
候
わ
で
は

定
め
て
諸
方
よ
り
願
い
立
て
候
わ
ん
と
相
考
え
候
に
付
き
、
宜
敷
御
含
み
下
さ
る
べ
く
候（
11
（

。

こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
西
郷
は
別
府
晋
介
（
陸
軍
大
佐
）
を
征
台
の
指
揮
官
に
内
定
さ
せ
、
陸
軍
の
調
整
に
奔
走
し
て
い
た
。
西
郷
の

見
込
み
で
は
、
征
台
に
は
鹿
児
島
の
一
大
隊
（
五
〇
〇
か
ら
六
〇
〇
程
度
の
兵
員
）
で
充
分
と
さ
れ
て
い
た
。
西
郷
が
僅
か

候
に
は
、
柳
原
（
前
光
―
筆
者
註
）
氏
よ
り
彼
書
記
官
へ
対
し
聊
其
端
を
叩
き
候
迄
に
て
、
決
而
公
書
往
復
等
も
無
之
由
に
相
伺

候（
11
（

。

こ
れ
は
明
治
七
年
の
台
湾
出
兵
の
閣
議
決
定
に
反
対
し
て
下
野
し
た
前
参
議
木
戸
孝
允
に
宛
て
て
、
同
年
に
渋
沢
が
留
守
政
府
に
お
け

る
征
台
論
の
顛
末
を
説
明
す
る
た
め
に
送
っ
た
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
正
院
で
は
日
本
政
府
が
処
断
を
下
す
こ
と
よ
り

も
、
清
朝
政
府
が
台
湾
諸
部
族
の
処
断
を
引
き
受
け
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
交
渉
の
基
本
線
と
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
、
副
島
は
前
述
の
大
隈
宛
書
簡
に
お
い
て
も
、
清
朝
訪
問
に
際
し
て
は
、
交
渉
を
も
っ
て
台
湾
問
題
の
解
決
を
第
一
義
と
す
る

よ
う
約
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
清
朝
と
の
交
渉
方
針
が
決
定
し
た
明
治
六
年
四
月
は
、
予
算
紛
議
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
た

と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
財
政
支
出
の
抑
制
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
井
上
が
政
府
に
い
る
な

か
で
は
外
征
へ
の
批
判
が
沸
騰
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た
。

し
か
し
、
渡
清
後
の
会
談
の
席
上
、
副
島
の
意
を
汲
ん
だ（
11
（

柳
原
前
光
（
外
務
大
丞
）
が
清
朝
政
府
高
官
に
対
し
、
台
湾
問
題
の
「
其

端
を
叩
」
い
た
と
あ
り（
1（
（

、
清
朝
高
官
か
ら
台
湾
原
住
民
族
に
は
関
知
し
な
い
と
の
言
質
を
引
き
出
し
た
こ
と
で
、
凍
結
さ
れ
て
い
た
は

ず
の
征
台
論
は
再
び
動
き
出
し
て
い
く
。
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
と
の
情
報
は
、
副
島
に
随
行
し
て
い
た
樺
山
資
紀
（
陸
軍
少

佐
）
に
よ
っ
て
「
明
治
六
年
七
月
一
二
日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡（
11
（

」
の
に
よ
っ
て
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
に
伝
え
ら
れ
た
。

交
渉
の
席
上
で
の
副
島
使
節
の
態
度
に
つ
い
て
、
応
接
に
あ
た
っ
た
李
鴻
章
（
直
隷
総
督
）
は
「
言
葉
は
傲
慢
で
脅
迫
を
意
図
し
て

い
る（
11
（

」
と
の
印
象
を
持
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
、
副
島
使
節
が
強
硬
な
姿
勢
で
会
談
に
臨
ん
だ
の
は
、
清
朝
政
府
を
挑
発
し
、
征
台
の

口
実
を
得
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
閣
議
決
定
を
無
視
し
た
方
針
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
樺
太
談
判
に
征

台
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
加
え
、
外
務
卿
権
限
の
拡
大
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
樺
太
談
判
の
停
滞
を
打
破
す
る
た

め
に
は
征
台
は
不
可
欠
で
あ
り
、「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
に
よ
っ
て
外
務
省
と
正
院
が
直
結
し
た
こ
と
で
、
外
務
卿
が
正
院
さ
え

01_05_ooba.indd   182-18301_05_ooba.indd   182-183 2023/02/21   13:54:282023/02/21   13:54:28



外務卿副島種臣の征台論と外務卿権限の拡大　―予算紛議の帰結としての外征論―

183 182

説
得
で
き
れ
ば
、
大
蔵
省
（
井
上
）
の
反
対
を
押
し
切
る
こ
と
も
可
能
と
の
見
込
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
清
朝
政
府
と
の
交
渉
の
席
上
で
の
征
台
の
口
実
獲
得
は
、
正
院
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
の
副
島
の
独
断
専
行
で
あ
り
、

征
台
凍
結
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
正
院
に
と
っ
て
は
、「
寝
耳
に
水
」
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

2　

な
ぜ
征
韓
論
が
優
先
さ
れ
て
い
く
の
か

副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
が
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
が
知
ら
さ
れ
た
の
は
、「
明
治
六
年
七
月
一
二

日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡（
11
（

」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
副
島
が
渡
清
中
の
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
二
五
日
、
外
征
凍
結

の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
予
算
紛
議
に
敗
れ
て
政
府
を
去
っ
た
こ
と
で
征
台
の
障
害
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
前
年
八
月
に
は
鹿
児
島
分
営
長
樺
山
資
紀
と
熊
本
鎮
台
司
令
官
桐
野
利
秋
が
上
京
し
、
西
郷
ら
諸
参
議
に
征
台
論
を
説
い
て
い
た（
11
（

。

そ
う
し
た
な
か
で
、
副
島
の
交
渉
成
果
を
伝
え
ら
れ
た
西
郷
は
、
七
月
二
一
日
に
西
郷
従
道
（
陸
軍
少
将
）
に
宛
て
て
、
次
の
よ
う
に

出
兵
準
備
の
指
示
を
出
し
て
い
る
。

扨
台
湾
の
模
様
少
々
相
分
候
由
、
就
い
て
は
兵
隊
御
繰
り
出
し
相
成
り
候
儀
に
候
わ
ば
、
鹿
児
島
の
兵
一
大
隊
招
集
い
た
し
、
別

府
（
晋
介
―
筆
者
註
）
氏
引
き
受
け
た
き
と
の
事
に
候
間
、
至
極
宜
し
か
る
べ
き
と
相
考
え
候
に
付
き
、
御
方
迄
御
申
し
入
れ
置

き
成
ら
る
べ
き
旨
申
し
置
き
候
処
、
野
生
よ
り
も
相
頼
み
呉
れ
候
様
承
り
候
に
付
き
、
何
卒
相
働
き
下
さ
れ
た
く
御
頼
み
申
し
上

げ
置
き
候
。
い
ま
だ
副
島
氏
罷
り
帰
ら
ず
候
わ
で
は
、
御
決
定
の
儀
も
出
来
事
難
き
事
に
候
え
共
、
前
広
申
し
置
か
ず
候
わ
で
は

定
め
て
諸
方
よ
り
願
い
立
て
候
わ
ん
と
相
考
え
候
に
付
き
、
宜
敷
御
含
み
下
さ
る
べ
く
候（
11
（

。

こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
西
郷
は
別
府
晋
介
（
陸
軍
大
佐
）
を
征
台
の
指
揮
官
に
内
定
さ
せ
、
陸
軍
の
調
整
に
奔
走
し
て
い
た
。
西
郷
の

見
込
み
で
は
、
征
台
に
は
鹿
児
島
の
一
大
隊
（
五
〇
〇
か
ら
六
〇
〇
程
度
の
兵
員
）
で
充
分
と
さ
れ
て
い
た
。
西
郷
が
僅
か

候
に
は
、
柳
原
（
前
光
―
筆
者
註
）
氏
よ
り
彼
書
記
官
へ
対
し
聊
其
端
を
叩
き
候
迄
に
て
、
決
而
公
書
往
復
等
も
無
之
由
に
相
伺

候（
11
（

。

こ
れ
は
明
治
七
年
の
台
湾
出
兵
の
閣
議
決
定
に
反
対
し
て
下
野
し
た
前
参
議
木
戸
孝
允
に
宛
て
て
、
同
年
に
渋
沢
が
留
守
政
府
に
お
け

る
征
台
論
の
顛
末
を
説
明
す
る
た
め
に
送
っ
た
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
正
院
で
は
日
本
政
府
が
処
断
を
下
す
こ
と
よ
り

も
、
清
朝
政
府
が
台
湾
諸
部
族
の
処
断
を
引
き
受
け
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
交
渉
の
基
本
線
と
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
、
副
島
は
前
述
の
大
隈
宛
書
簡
に
お
い
て
も
、
清
朝
訪
問
に
際
し
て
は
、
交
渉
を
も
っ
て
台
湾
問
題
の
解
決
を
第
一
義
と
す
る

よ
う
約
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
清
朝
と
の
交
渉
方
針
が
決
定
し
た
明
治
六
年
四
月
は
、
予
算
紛
議
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
た

と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
財
政
支
出
の
抑
制
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
井
上
が
政
府
に
い
る
な

か
で
は
外
征
へ
の
批
判
が
沸
騰
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た
。

し
か
し
、
渡
清
後
の
会
談
の
席
上
、
副
島
の
意
を
汲
ん
だ（
11
（

柳
原
前
光
（
外
務
大
丞
）
が
清
朝
政
府
高
官
に
対
し
、
台
湾
問
題
の
「
其

端
を
叩
」
い
た
と
あ
り（
1（
（

、
清
朝
高
官
か
ら
台
湾
原
住
民
族
に
は
関
知
し
な
い
と
の
言
質
を
引
き
出
し
た
こ
と
で
、
凍
結
さ
れ
て
い
た
は

ず
の
征
台
論
は
再
び
動
き
出
し
て
い
く
。
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
と
の
情
報
は
、
副
島
に
随
行
し
て
い
た
樺
山
資
紀
（
陸
軍
少

佐
）
に
よ
っ
て
「
明
治
六
年
七
月
一
二
日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡（
11
（

」
の
に
よ
っ
て
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
に
伝
え
ら
れ
た
。

交
渉
の
席
上
で
の
副
島
使
節
の
態
度
に
つ
い
て
、
応
接
に
あ
た
っ
た
李
鴻
章
（
直
隷
総
督
）
は
「
言
葉
は
傲
慢
で
脅
迫
を
意
図
し
て

い
る（
11
（

」
と
の
印
象
を
持
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
、
副
島
使
節
が
強
硬
な
姿
勢
で
会
談
に
臨
ん
だ
の
は
、
清
朝
政
府
を
挑
発
し
、
征
台
の

口
実
を
得
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
閣
議
決
定
を
無
視
し
た
方
針
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
樺
太
談
判
に
征

台
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
加
え
、
外
務
卿
権
限
の
拡
大
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
樺
太
談
判
の
停
滞
を
打
破
す
る
た

め
に
は
征
台
は
不
可
欠
で
あ
り
、「
外
務
省
事
務
章
程
」
制
定
に
よ
っ
て
外
務
省
と
正
院
が
直
結
し
た
こ
と
で
、
外
務
卿
が
正
院
さ
え
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岩
倉
右
大
臣
帰
朝
後
、
最
早
十
参
日
に
成
候
得
ハ
台
湾
等
之
事
件
手
後
レ
不
相
成
様
御
決
定
相
成
度
。
気
候
寒
冷
ニ
向
ひ
、
且
ハ

英
国
も
手
を
つ
け
候
趣
、
上
海
ゟ
之
報
知
度
々
有
之
、
蕃
夷
之
地
清
国
之
関
係
を
離
レ
候
上
ハ
油
断
難
相
成
。
時
宇
時
不
再
来
、

御
明
断
相
希
ミ
候
。
次
ニ
高
麗
之
事
件
、
是
又
御
明
断
有
御
坐
度
。
内
輪
之
事
ニ
営
々
と
し
て
海
外
之
有
益
を
不
図
候
ハ
バ
、
飽

ま
て
文
明
を
虚
飾
す
と
も
何
次
カ
東
方
之
英
国
た
ら
ん
や（
11
（

。

こ
の
な
か
で
副
島
は
、
速
や
か
な
征
台
の
閣
議
決
定
を
三
条
に
迫
っ
て
い
る
。
副
島
に
よ
れ
ば
、
征
台
を
急
ぐ
理
由
は
英
国
が
台
湾
出

兵
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
と
、
気
候
が
寒
冷
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
英
国
の
世
界
戦
略
の
主
眼
は
、
本
国
―
イ
ン
ド
―
清
朝
の
「
帝エ
ン
パ
イ
ア
ル
ー
ト

国
航
路
」
の
維
持
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
頃
の
英
国

は
イ
ラ
ン
へ
の
経
済
進
出
が
最
優
先
課
題
と
さ
れ
て
い
た（
11
（

。
ま
た
、
英
国
と
覇
権
を
争
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
は
、
イ
リ
問
題
で
清
朝
と
対

立
し
て
い
た
と
は
い
え
、
同
地
の
確
保
に
は
成
功
し
て
お
り
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
経
て
関
心
は
イ
ン
ド
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た（
11
（

。
つ
ま

り
、
英
露
対
立
の
舞
台
は
南
ア
ジ
ア
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
日
本
周
辺
で
は
英
露
対
立
は
緩
和
の
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て

い
た
。「
帝
国
航
路
」
維
持
は
西
・
南
ア
ジ
ア
へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、
台
湾
を
め
ぐ
る
副
島
の
認
識
は
正
確
で
は
な
か
っ
た
。
樺
太

交
渉
の
前
提
と
し
て
台
湾
獲
得
を
考
え
る
副
島
に
と
っ
て
、
征
台
の
実
行
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
英
国
の
動
向

を
口
実
に
し
て
で
も
征
台
を
実
行
に
移
す
必
要
が
あ
っ
た
。

一
方
で
気
候
上
の
問
題
は
、
副
島
に
限
ら
ず
樺
山
資
紀
か
ら
の
書
簡
を
通
じ
て
西
郷
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が（
11
（

、
却
っ
て
早

期
出
兵
を
期
し
て
一
〇
月
を
期
限
と
し
た
こ
と
で
、
征
台
の
延
期
は
あ
り
え
ず
、
議
論
は
実
行
か
中
止
の
二
者
択
一
と
な
り
、
明
治
六

年
一
〇
月
に
入
る
と
議
論
の
低
調
化
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
時
限
的
制
約
が
征
韓
論
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
要
素
の
一
つ

と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

西
郷
の
遣
韓
使
節
就
任
は
副
島
・
板
垣
・
後
藤
象
二
郎
・
江
藤
新
平
の
賛
成
を
得
て
、
一
〇
月
一
五
日
の
閣
議
で
内
定
す
る
。
し
か

五
、六
〇
〇
程
度
の
兵
員
で
充
分
と
判
断
し
た
の
は
、
前
年
九
月
二
四
日
の
リ
ゼ
ン
ド
ル
（
外
務
省
顧
問
）
の
答
申
で
「
台
湾
の
戦
兵

は
凡
三
百
計
に
候（
11
（

」
と
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
大
隊
の
投
入
で
収
束
す
る
と
踏
ん
だ
よ
う
に
、
西
郷
は
征
台
が

小
規
模
な
戦
闘
で
収
束
す
る
と
見
込
ん
で
い
た
。
従
道
宛
の
こ
の
書
簡
で
、
西
郷
は
征
台
の
指
揮
は
従
道
と
別
府
に
委
ね
る
と
の
姿
勢

を
見
せ
て
お
り
、
征
台
に
は
否
定
的
で
な
い
も
の
の
、
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。

征
台
実
行
が
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
う
え
、
こ
の
頃
、
西
郷
は
島
津
久
光
か
ら
の
圧
力
を
原
因
と
す
る
体
調
不
良
を
抱
え
た
な
か
、
不

平
士
族
た
ち
の
不
満
解
消
を
課
題
と
し
て
い
た（
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
征
台
で
は
小
規
模
な
戦
闘
で
収
束
す
る
見
込
み
の
た
め
、
士
族
の

不
満
解
消
に
つ
な
が
り
に
く
か
っ
た（
11
（

。
ま
た
、
征
台
に
際
し
て
は
既
に
副
島
が
清
朝
政
府
か
ら
口
実
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
、
現
地
で
の
戦
闘
に
は
別
府
の
派
遣
を
見
込
ん
で
お
り
、
遣
韓
使
節
就
任
に
際
し
て
西
郷
が
望
ん
だ
「
暴
殺
」
や
戦
死

の
期
待
は
薄
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
西
郷
に
征
台
を
撤
回
さ
せ
、
征
韓
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
明
治
六
年
七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡（
11
（

」
で
西
郷
が
自
ら
遣
韓
使
節
就
任
の
意
思
を
表
明
す
る
。
八
月
三
日
以
降
、

三
条
実
美
（
太
政
大
臣
）
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
征
台
の
可
否
を
速
や
か
に
閣
議
決
定
す
る
よ
う
促
し
た
こ
と
を
最
後
に
、
西
郷
は

三
条
と
板
垣
退
助
（
参
議
）
か
ら
西
郷
遣
韓
使
節
へ
の
同
意
を
引
き
出
す
た
め
奔
走
し
て
い
く
。
そ
の
後
、
征
台
論
は
明
治
六
年
一
〇

月
一
四
日
ま
で
も
つ
れ
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る（
1（
（

。
し
か
し
、
同
日
の
閣
議
の
席
上
で
西
郷
自
身
が
「
樺
太
、
台
湾
の
二
事
件
は
、
何
ぞ
之

を
重
大
と
謂
は
ん（
11
（

」
と
唱
え
た
こ
と
で
、
閣
議
議
題
は
西
郷
の
遣
韓
使
節
任
命
の
是
非
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。
翌
一
五
日
の
閣
議

に
お
い
て
征
台
を
差
し
置
い
て
西
郷
の
朝
鮮
派
遣
が
内
定
す
る
。

七
月
以
降
、
征
韓
論
が
議
論
さ
れ
る
が
、
当
初
、
副
島
は
「
征
韓
一
挙
、
魯
国
中
立
の
件
を
以
て
所
謂
釣
合
品
の
一
に
算
入（
11
（

」
す
る

と
説
い
て
お
り
、
ロ
シ
ア
へ
の
警
戒
感
か
ら
征
韓
戦
争
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た（
11
（

。
そ
の
た
め
、
副
島
は
七
月
以
降
も
依
然
と
し
て
征
台

を
期
し
て
、
九
月
二
七
日
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
三
条
に
認
め
て
い
る
。
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岩
倉
右
大
臣
帰
朝
後
、
最
早
十
参
日
に
成
候
得
ハ
台
湾
等
之
事
件
手
後
レ
不
相
成
様
御
決
定
相
成
度
。
気
候
寒
冷
ニ
向
ひ
、
且
ハ

英
国
も
手
を
つ
け
候
趣
、
上
海
ゟ
之
報
知
度
々
有
之
、
蕃
夷
之
地
清
国
之
関
係
を
離
レ
候
上
ハ
油
断
難
相
成
。
時
宇
時
不
再
来
、

御
明
断
相
希
ミ
候
。
次
ニ
高
麗
之
事
件
、
是
又
御
明
断
有
御
坐
度
。
内
輪
之
事
ニ
営
々
と
し
て
海
外
之
有
益
を
不
図
候
ハ
バ
、
飽

ま
て
文
明
を
虚
飾
す
と
も
何
次
カ
東
方
之
英
国
た
ら
ん
や（
11
（

。

こ
の
な
か
で
副
島
は
、
速
や
か
な
征
台
の
閣
議
決
定
を
三
条
に
迫
っ
て
い
る
。
副
島
に
よ
れ
ば
、
征
台
を
急
ぐ
理
由
は
英
国
が
台
湾
出

兵
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
と
、
気
候
が
寒
冷
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
英
国
の
世
界
戦
略
の
主
眼
は
、
本
国
―
イ
ン
ド
―
清
朝
の
「
帝エ
ン
パ
イ
ア
ル
ー
ト

国
航
路
」
の
維
持
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
頃
の
英
国

は
イ
ラ
ン
へ
の
経
済
進
出
が
最
優
先
課
題
と
さ
れ
て
い
た（
11
（

。
ま
た
、
英
国
と
覇
権
を
争
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
は
、
イ
リ
問
題
で
清
朝
と
対

立
し
て
い
た
と
は
い
え
、
同
地
の
確
保
に
は
成
功
し
て
お
り
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
経
て
関
心
は
イ
ン
ド
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た（
11
（

。
つ
ま

り
、
英
露
対
立
の
舞
台
は
南
ア
ジ
ア
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
日
本
周
辺
で
は
英
露
対
立
は
緩
和
の
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て

い
た
。「
帝
国
航
路
」
維
持
は
西
・
南
ア
ジ
ア
へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、
台
湾
を
め
ぐ
る
副
島
の
認
識
は
正
確
で
は
な
か
っ
た
。
樺
太

交
渉
の
前
提
と
し
て
台
湾
獲
得
を
考
え
る
副
島
に
と
っ
て
、
征
台
の
実
行
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
英
国
の
動
向

を
口
実
に
し
て
で
も
征
台
を
実
行
に
移
す
必
要
が
あ
っ
た
。

一
方
で
気
候
上
の
問
題
は
、
副
島
に
限
ら
ず
樺
山
資
紀
か
ら
の
書
簡
を
通
じ
て
西
郷
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が（
11
（

、
却
っ
て
早

期
出
兵
を
期
し
て
一
〇
月
を
期
限
と
し
た
こ
と
で
、
征
台
の
延
期
は
あ
り
え
ず
、
議
論
は
実
行
か
中
止
の
二
者
択
一
と
な
り
、
明
治
六

年
一
〇
月
に
入
る
と
議
論
の
低
調
化
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
時
限
的
制
約
が
征
韓
論
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
要
素
の
一
つ

と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

西
郷
の
遣
韓
使
節
就
任
は
副
島
・
板
垣
・
後
藤
象
二
郎
・
江
藤
新
平
の
賛
成
を
得
て
、
一
〇
月
一
五
日
の
閣
議
で
内
定
す
る
。
し
か

五
、六
〇
〇
程
度
の
兵
員
で
充
分
と
判
断
し
た
の
は
、
前
年
九
月
二
四
日
の
リ
ゼ
ン
ド
ル
（
外
務
省
顧
問
）
の
答
申
で
「
台
湾
の
戦
兵

は
凡
三
百
計
に
候（
11
（

」
と
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
大
隊
の
投
入
で
収
束
す
る
と
踏
ん
だ
よ
う
に
、
西
郷
は
征
台
が

小
規
模
な
戦
闘
で
収
束
す
る
と
見
込
ん
で
い
た
。
従
道
宛
の
こ
の
書
簡
で
、
西
郷
は
征
台
の
指
揮
は
従
道
と
別
府
に
委
ね
る
と
の
姿
勢

を
見
せ
て
お
り
、
征
台
に
は
否
定
的
で
な
い
も
の
の
、
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。

征
台
実
行
が
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
う
え
、
こ
の
頃
、
西
郷
は
島
津
久
光
か
ら
の
圧
力
を
原
因
と
す
る
体
調
不
良
を
抱
え
た
な
か
、
不

平
士
族
た
ち
の
不
満
解
消
を
課
題
と
し
て
い
た（
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
征
台
で
は
小
規
模
な
戦
闘
で
収
束
す
る
見
込
み
の
た
め
、
士
族
の

不
満
解
消
に
つ
な
が
り
に
く
か
っ
た（
11
（

。
ま
た
、
征
台
に
際
し
て
は
既
に
副
島
が
清
朝
政
府
か
ら
口
実
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
、
現
地
で
の
戦
闘
に
は
別
府
の
派
遣
を
見
込
ん
で
お
り
、
遣
韓
使
節
就
任
に
際
し
て
西
郷
が
望
ん
だ
「
暴
殺
」
や
戦
死

の
期
待
は
薄
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
西
郷
に
征
台
を
撤
回
さ
せ
、
征
韓
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
明
治
六
年
七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡（
11
（

」
で
西
郷
が
自
ら
遣
韓
使
節
就
任
の
意
思
を
表
明
す
る
。
八
月
三
日
以
降
、

三
条
実
美
（
太
政
大
臣
）
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
征
台
の
可
否
を
速
や
か
に
閣
議
決
定
す
る
よ
う
促
し
た
こ
と
を
最
後
に
、
西
郷
は

三
条
と
板
垣
退
助
（
参
議
）
か
ら
西
郷
遣
韓
使
節
へ
の
同
意
を
引
き
出
す
た
め
奔
走
し
て
い
く
。
そ
の
後
、
征
台
論
は
明
治
六
年
一
〇

月
一
四
日
ま
で
も
つ
れ
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る（
1（
（

。
し
か
し
、
同
日
の
閣
議
の
席
上
で
西
郷
自
身
が
「
樺
太
、
台
湾
の
二
事
件
は
、
何
ぞ
之

を
重
大
と
謂
は
ん（
11
（

」
と
唱
え
た
こ
と
で
、
閣
議
議
題
は
西
郷
の
遣
韓
使
節
任
命
の
是
非
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
。
翌
一
五
日
の
閣
議

に
お
い
て
征
台
を
差
し
置
い
て
西
郷
の
朝
鮮
派
遣
が
内
定
す
る
。

七
月
以
降
、
征
韓
論
が
議
論
さ
れ
る
が
、
当
初
、
副
島
は
「
征
韓
一
挙
、
魯
国
中
立
の
件
を
以
て
所
謂
釣
合
品
の
一
に
算
入（
11
（

」
す
る

と
説
い
て
お
り
、
ロ
シ
ア
へ
の
警
戒
感
か
ら
征
韓
戦
争
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た（
11
（

。
そ
の
た
め
、
副
島
は
七
月
以
降
も
依
然
と
し
て
征
台

を
期
し
て
、
九
月
二
七
日
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
三
条
に
認
め
て
い
る
。
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外
務
卿
を
行
政
諸
省
長
官
の
首
席
と
し
て
大
蔵
省
を
凌
駕
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
っ
た
。
外
務
卿
権
限
の
強
化
は
予
算
削
減
に
よ
っ

て
生
じ
た
外
交
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
打
破
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
正
院
と
外
務
卿
を
直
結
さ
せ
た
こ
と
で
外
務
卿
の
独
断
が
可
能

と
な
る
素
地
が
生
じ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
の
席
上
で
副
島
の
意
向
を
踏
ま
え
て
柳
原
前
光

（
外
務
大
丞
）
が
、
清
朝
政
府
か
ら
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
た
め
、
征
台
が
動
き
出
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
一
度
閣
議
で
凍
結
さ
れ
た
は
ず
の
征
台
が
動
き
出
し
た
こ
と
は
、
留
守
政
府
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
仮
に
台
湾
へ
出
兵
し
た
と
し
て
も
小
規
模
な
戦
闘
に
終
始
す
る
公
算
が
高
い
た
め
、
西
郷
の
意
向
に
も
適
わ
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
西
郷
は
士
族
の
不
満
解
消
と
「
死
地
」
を
求
め
て
自
ら
使
節
と
な
り
、
謀
殺
さ
れ
る
シ
ナ
リ
オ
で
の
征
韓
論
を
唱
え
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
対
清
交
渉
を
引
き
金
と
し
た
明
治
六
年
七
月
か
ら
一
〇
月
の
征
台
論
は
、
大
蔵
省
と
外
務
省
の
対
抗
の
所
産
と
い
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
帝
国
主
義
的
な
発
想
と
い
う
よ
り
も
、
国
内
問
題
の
紛
糾
が
大
陸
進
出
へ
と
帰
結
し
て
い
っ
た
と
規
定
で

き
よ
う
。
か
つ
て
の
明
治
維
新
期
の
対
外
政
策
研
究
は
、
植
民
地
化
の
危
機
と
の
対
抗
を
意
識
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
戦

後
歴
史
学
の
主
要
な
問
題
関
心
の
一
つ
で
あ
る
外
圧
論
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
植
民
地
化

の
危
機
を
伴
う
も
の
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た（
1（
（

。
ま
た
、
条
約
改
正
史
研
究
も
同
様
に
幕
末
の
不
平
等
条
約
を
克
服

し
つ
つ
、
植
民
地
化
を
回
避
し
て
日
本
が
「
西
洋
化
」
し
て
い
く
と
の
近
代
像
を
提
示
し
て
い
た（
11
（

。
こ
う
し
た
理
解
は
、
東
ア
ジ
ア
外

交
史
研
究
に
も
援
用
さ
れ
、
明
治
初
年
の
東
ア
ジ
ア
外
交
に
植
民
地
化
の
危
機
を
回
避
し
て
帝
国
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
の
性
格
規
定

を
加
え
た（
11
（

。

し
か
し
、
近
年
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
近
代
化
そ
の
も
の
が
「
西
洋
化
」
な
ど
の
規
定
路
線
を
踏
襲
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
さ
れ
て
き
た（
11
（

。
こ
う
し
た
近
代
像
を
念
頭
に
お
い
た
場
合
、
本
稿
で
論
じ
た
副
島
の
征
台
論
も
ま
た
大
陸
政
策
一
辺
倒
で

し
、
閣
議
の
紛
糾
を
原
因
と
し
た
体
調
不
良
に
見
舞
わ
れ
た
三
条
の
代
理
と
な
っ
た
岩
倉
具
視
（
右
大
臣
）
が
、
二
三
日
に
閣
議
決
定

で
あ
る
西
郷
遣
韓
使
節
の
派
遣
と
と
も
に
延
期
を
上
奏
し
、
天
皇
か
ら
延
期
の
裁
可
が
く
だ
っ
た
こ
と
で
収
束
し
て
い
っ
た（
11
（

。
以
後
、

大
久
保
政
権
の
も
と
で
の
外
征
（
台
湾
出
兵
・
江
華
島
事
件
）
で
は
、
士
族
の
不
満
解
消
が
目
的
と
さ
れ
ず
、
陸
海
軍
が
動
員
さ
れ
た

た
め
に
外
征
が
士
族
の
不
満
解
消
に
つ
な
が
る
と
の
見
通
し
は
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
外
征
に
よ
る
不
満
解
消
が
否
定
さ
れ
た
こ

と
で
、
不
平
士
族
の
多
く
は
民
権
運
動
や
士
族
反
乱
へ
と
身
を
投
じ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
征
台
論
を
唱
え
た
副
島
は
西
郷
遣
韓
使
節
を
支
持
し
て
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
に
参
議
・
外
務
卿
を
辞
し
て
廟
堂
を
去

る
。
副
島
も
ま
た
翌
年
一
月
の
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
に
名
を
連
ね
る
。
た
だ
し
、
副
島
は
明
治
九
年
九
月
か
ら
同
一
二
年
春
ま

で
の
清
国
漫
遊
を
経
て
、
明
治
一
二
年
四
月
二
一
日
に
宮
内
省
御
用
掛
一
等
侍
講
兼
侍
講
局
総
裁
と
し
て
政
府
に
舞
い
戻
る
も
の
の
、

明
治
六
年
政
変
以
後
は
政
治
や
外
交
の
表
舞
台
と
は
一
線
を
画
し
て
い
く（
11
（

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
征
台
論
の
高
揚
が
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
に
よ
る
征
韓
論
を
提
起
さ
せ
て
い
く
と
の
見
通
し
を
検
討
し
て
き
た
。
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
四
日
に
起
き
た
琉
球
漁
民
殺
害
を
き
っ
か
け
と
し
た
征
台
論
を
受
け
て
、
副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
は
リ
ゼ
ン

ド
ル
（
駐
厦
門
米
国
領
事
・
の
ち
外
務
省
顧
問
）
ら
か
ら
情
報
を
収
集
し
な
が
ら
征
台
の
実
行
を
求
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

副
島
が
征
台
を
唱
え
た
留
守
政
府
期
は
、
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
秩
禄
処
分
の
準
備
金
確
保
を
優
先
し
た
予
算
を
成
立
さ
せ
た
こ
と

に
加
え
、
外
務
省
権
限
が
狭
小
で
あ
っ
た
た
め
、
副
島
の
征
台
論
は
凍
結
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
明
治
六
年
一
月
以
降
、
行
政
諸
省
の
大
蔵
省
へ
の
不
満
表
明
に
便
乗
し
、
外
務
省
も
「
外
務
省
事
務
章
程
」
を
制
定
し
て
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外
務
卿
を
行
政
諸
省
長
官
の
首
席
と
し
て
大
蔵
省
を
凌
駕
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
っ
た
。
外
務
卿
権
限
の
強
化
は
予
算
削
減
に
よ
っ

て
生
じ
た
外
交
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
打
破
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
正
院
と
外
務
卿
を
直
結
さ
せ
た
こ
と
で
外
務
卿
の
独
断
が
可
能

と
な
る
素
地
が
生
じ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
の
席
上
で
副
島
の
意
向
を
踏
ま
え
て
柳
原
前
光

（
外
務
大
丞
）
が
、
清
朝
政
府
か
ら
征
台
の
口
実
を
引
き
出
し
た
た
め
、
征
台
が
動
き
出
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
一
度
閣
議
で
凍
結
さ
れ
た
は
ず
の
征
台
が
動
き
出
し
た
こ
と
は
、
留
守
政
府
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
仮
に
台
湾
へ
出
兵
し
た
と
し
て
も
小
規
模
な
戦
闘
に
終
始
す
る
公
算
が
高
い
た
め
、
西
郷
の
意
向
に
も
適
わ
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
西
郷
は
士
族
の
不
満
解
消
と
「
死
地
」
を
求
め
て
自
ら
使
節
と
な
り
、
謀
殺
さ
れ
る
シ
ナ
リ
オ
で
の
征
韓
論
を
唱
え
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
対
清
交
渉
を
引
き
金
と
し
た
明
治
六
年
七
月
か
ら
一
〇
月
の
征
台
論
は
、
大
蔵
省
と
外
務
省
の
対
抗
の
所
産
と
い
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
帝
国
主
義
的
な
発
想
と
い
う
よ
り
も
、
国
内
問
題
の
紛
糾
が
大
陸
進
出
へ
と
帰
結
し
て
い
っ
た
と
規
定
で

き
よ
う
。
か
つ
て
の
明
治
維
新
期
の
対
外
政
策
研
究
は
、
植
民
地
化
の
危
機
と
の
対
抗
を
意
識
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
戦

後
歴
史
学
の
主
要
な
問
題
関
心
の
一
つ
で
あ
る
外
圧
論
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
植
民
地
化

の
危
機
を
伴
う
も
の
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た（
1（
（

。
ま
た
、
条
約
改
正
史
研
究
も
同
様
に
幕
末
の
不
平
等
条
約
を
克
服

し
つ
つ
、
植
民
地
化
を
回
避
し
て
日
本
が
「
西
洋
化
」
し
て
い
く
と
の
近
代
像
を
提
示
し
て
い
た（
11
（

。
こ
う
し
た
理
解
は
、
東
ア
ジ
ア
外

交
史
研
究
に
も
援
用
さ
れ
、
明
治
初
年
の
東
ア
ジ
ア
外
交
に
植
民
地
化
の
危
機
を
回
避
し
て
帝
国
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
の
性
格
規
定

を
加
え
た（
11
（

。

し
か
し
、
近
年
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
近
代
化
そ
の
も
の
が
「
西
洋
化
」
な
ど
の
規
定
路
線
を
踏
襲
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
さ
れ
て
き
た（
11
（

。
こ
う
し
た
近
代
像
を
念
頭
に
お
い
た
場
合
、
本
稿
で
論
じ
た
副
島
の
征
台
論
も
ま
た
大
陸
政
策
一
辺
倒
で

し
、
閣
議
の
紛
糾
を
原
因
と
し
た
体
調
不
良
に
見
舞
わ
れ
た
三
条
の
代
理
と
な
っ
た
岩
倉
具
視
（
右
大
臣
）
が
、
二
三
日
に
閣
議
決
定

で
あ
る
西
郷
遣
韓
使
節
の
派
遣
と
と
も
に
延
期
を
上
奏
し
、
天
皇
か
ら
延
期
の
裁
可
が
く
だ
っ
た
こ
と
で
収
束
し
て
い
っ
た（
11
（

。
以
後
、

大
久
保
政
権
の
も
と
で
の
外
征
（
台
湾
出
兵
・
江
華
島
事
件
）
で
は
、
士
族
の
不
満
解
消
が
目
的
と
さ
れ
ず
、
陸
海
軍
が
動
員
さ
れ
た

た
め
に
外
征
が
士
族
の
不
満
解
消
に
つ
な
が
る
と
の
見
通
し
は
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
外
征
に
よ
る
不
満
解
消
が
否
定
さ
れ
た
こ

と
で
、
不
平
士
族
の
多
く
は
民
権
運
動
や
士
族
反
乱
へ
と
身
を
投
じ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
征
台
論
を
唱
え
た
副
島
は
西
郷
遣
韓
使
節
を
支
持
し
て
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
に
参
議
・
外
務
卿
を
辞
し
て
廟
堂
を
去

る
。
副
島
も
ま
た
翌
年
一
月
の
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
に
名
を
連
ね
る
。
た
だ
し
、
副
島
は
明
治
九
年
九
月
か
ら
同
一
二
年
春
ま

で
の
清
国
漫
遊
を
経
て
、
明
治
一
二
年
四
月
二
一
日
に
宮
内
省
御
用
掛
一
等
侍
講
兼
侍
講
局
総
裁
と
し
て
政
府
に
舞
い
戻
る
も
の
の
、

明
治
六
年
政
変
以
後
は
政
治
や
外
交
の
表
舞
台
と
は
一
線
を
画
し
て
い
く（
11
（

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
征
台
論
の
高
揚
が
西
郷
隆
盛
（
参
議
）
に
よ
る
征
韓
論
を
提
起
さ
せ
て
い
く
と
の
見
通
し
を
検
討
し
て
き
た
。
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
一
一
月
四
日
に
起
き
た
琉
球
漁
民
殺
害
を
き
っ
か
け
と
し
た
征
台
論
を
受
け
て
、
副
島
種
臣
（
外
務
卿
）
は
リ
ゼ
ン

ド
ル
（
駐
厦
門
米
国
領
事
・
の
ち
外
務
省
顧
問
）
ら
か
ら
情
報
を
収
集
し
な
が
ら
征
台
の
実
行
を
求
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

副
島
が
征
台
を
唱
え
た
留
守
政
府
期
は
、
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
が
秩
禄
処
分
の
準
備
金
確
保
を
優
先
し
た
予
算
を
成
立
さ
せ
た
こ
と

に
加
え
、
外
務
省
権
限
が
狭
小
で
あ
っ
た
た
め
、
副
島
の
征
台
論
は
凍
結
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
明
治
六
年
一
月
以
降
、
行
政
諸
省
の
大
蔵
省
へ
の
不
満
表
明
に
便
乗
し
、
外
務
省
も
「
外
務
省
事
務
章
程
」
を
制
定
し
て
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（
5
）	

永
井
秀
夫
『
明
治
国
家
形
成
期
の
外
政
と
内
政
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）。

（
6
）	

安
岡
昭
男
『
明
治
前
期
大
陸
政
策
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）、
張
虎
「
副
島
対
清
外
交
の
検
討
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明

治
維
新
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
7
）	

安
岡
昭
男
『
副
島
種
臣
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
醍
醐
龍
馬
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」（
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』

一
九
一
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
8
）	

小
風
秀
雅
「
華
夷
秩
序
と
日
本
外
交
」（
前
掲
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
と
ア
ジ
ア
』）。

（
9
）	

高
橋
秀
直
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」（
神
戸
商
科
大
学
経
済
研
究
所
編
『
人
文
論
集
』
二
九
巻
一
号
）
で
は
、
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
の
財
政
方
針

を
検
討
さ
れ
、
井
上
財
政
が
外
征
を
凍
結
さ
せ
た
と
し
た
。
本
稿
も
ま
た
高
橋
氏
が
提
起
し
た
意
義
づ
け
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
副
島
の
征

台
論
は
一
貫
し
て
留
守
政
府
で
く
す
ぶ
り
続
け
た
問
題
で
あ
り
、
後
述
す
る
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
に
お
い
て
も
、
副
島
は
閣
議
決
定
で
あ
る

外
征
の
凍
結
を
覆
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
な
ぜ
副
島
が
閣
議
決
定
を
覆
し
た
か
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。

（
10
）	

征
韓
論
と
征
台
論
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
も
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
森
田
朋
子
・
齋
藤
洋
子
『
副
島
種
臣
』
二
九
頁
（
佐
賀

城
本
丸
歴
史
館
、
二
〇
一
四
年
）
で
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）	

ち
な
み
に
前
掲
高
橋
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」
で
は
、
明
治
五
年
の
征
台
論
か
ら
日
清
戦
争
ま
で
対
外
政
策
に
お
い
て
薩
派
―
強
硬
と
長
派
―
穏

健
の
図
式
が
成
立
し
た
と
捉
え
る
が
、
明
治
六
年
政
変
に
お
い
て
薩
派
で
あ
る
大
久
保
利
通
（
参
議
）
は
征
韓
論
に
は
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
ま
た
、
日
清
戦
争
に
際
し
て
松
方
正
義
は
緊
縮
財
政
の
立
場
か
ら
非
戦
論
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
薩
派
も
一
枚
岩
と
は
言
い
難
く
、

一
概
に
薩
派
―
強
硬
と
長
派
―
穏
健
と
い
う
図
式
で
定
義
で
き
な
い
。

ま
た
、
後
藤
新
「
台
湾
出
兵
の
一
考
察
」（
武
蔵
野
大
学
法
学
会
編
『
武
蔵
野
法
学
』
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
副
島
の
渡
清
使
節
内
定
の
経

緯
を
詳
述
し
つ
つ
、
副
島
の
対
清
交
渉
方
針
が
リ
ゼ
ン
ド
ル
の
意
見
を
踏
ま
え
て
台
湾
の
領
有
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
同
論
文
は
征
台
論
や
副
島
の
対
清
交
渉
方
針
が
当
時
の
政
局
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
な
ど
の
意

義
づ
け
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）	

前
掲
醍
醐
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」。

（
13
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
14
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

捉
え
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
を
生
じ
さ
せ
る
。
事
実
、
明
治
七
年
五
月
の
台
湾
出
兵
で
は
、
副
島
が
外
務
卿
在
任
中
に
収
集
し
た
情
報

が
活
用
さ
れ
る
一
方
、
大
久
保
利
通
（
参
議
・
内
務
卿
）
の
外
征
は
清
朝
政
府
と
の
戦
争
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
し
ま
う
。
台
湾
出
兵

後
に
清
朝
政
府
と
の
緊
張
緩
和
に
大
久
保
が
奔
走
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
副
島
外
務
卿
期
に
企
図
さ
れ
た
征
台
の
実
行
が
国
際
関
係

の
悪
化
を
招
く
と
認
識
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
明
治
政
府
の
対
外
方
針
の
転
換
が
垣
間
見
え
る
と
と
も
に
、
留
守
政
府
か
ら
一
貫
し
て
既

定
路
線
的
に
大
陸
進
出
や
帝
国
主
義
の
発
露
し
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
側
面
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註（
1
）	

家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

実
際
に
「
明
治
六
年
七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

公
然
と
使
節
を
差
し
向
け
ら
れ
候
わ
ば
、
暴
殺
は
致
す
べ
き
儀
と
相
察
せ
ら
れ
候
に
付
き
、
何
卒
私
を
御
遣
わ
し
下
さ
れ
候
処
、
伏
し
て
願
い

奉
り
候
。
副
島
君
の
如
き
立
派
の
使
節
は
出
来
申
さ
ず
候
得
共
、
死
す
る
位
の
事
は
相
調
い
申
す
べ
き
か
と
存
奉
り
候
間
、
宜
敷
希
い
奉
り
候
。

此
の
旨
略
儀
な
が
ら
書
中
を
以
て
御
意
を
得
奉
り
候
（
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
一
～
三
七
二
頁
）。

（
2
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
〇
～
三
七
二
頁
。

（
3
）	「
一
萬
の
出
兵
容
易
な
る
訳
は
、
是
迄
日
本
四
拾
万
余
の
武
士
い
つ
れ
も
剛
勇
難
御
者
に
て
、
此
等
有
事
は
喜
て
出
兵
可
致
」（「
壬
申
九
月
廿
四
日
於

横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」〈
外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
七
巻
、
一
三
頁
〉）
と
あ
り
、
征

台
に
際
し
て
士
族
を
派
遣
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）	

毛
利
敏
彦
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）、
同
『
明
治
六
年
政
変
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）、
同
『
江
藤
新
平
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）、
関
口
栄
一
「
明
治
六
年
定
額
問
題
」（
東
北
大
学
法
学
会
編
『
法
学
』
四
四
巻
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
司
法
省
と
大
蔵

省
」（
前
掲
東
北
大
学
法
学
会
編
『
法
学
』
五
〇
巻
一
号
、
一
九
八
六
年
）、
柏
原
宏
紀
『
工
部
省
の
研
究
』
第
六
章
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
）、
小
幡
圭
祐
『
井
上
馨
と
明
治
国
家
建
設
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）、
拙
著
『
司
法
省
と
明
治
国
家
の
形
成
』
第
四
章
・
第
五

章
（
同
成
社
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。
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（
5
）	

永
井
秀
夫
『
明
治
国
家
形
成
期
の
外
政
と
内
政
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）。

（
6
）	

安
岡
昭
男
『
明
治
前
期
大
陸
政
策
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）、
張
虎
「
副
島
対
清
外
交
の
検
討
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明

治
維
新
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
7
）	
安
岡
昭
男
『
副
島
種
臣
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
醍
醐
龍
馬
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」（
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』

一
九
一
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
8
）	

小
風
秀
雅
「
華
夷
秩
序
と
日
本
外
交
」（
前
掲
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
と
ア
ジ
ア
』）。

（
9
）	

高
橋
秀
直
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」（
神
戸
商
科
大
学
経
済
研
究
所
編
『
人
文
論
集
』
二
九
巻
一
号
）
で
は
、
井
上
馨
（
大
蔵
大
輔
）
の
財
政
方
針

を
検
討
さ
れ
、
井
上
財
政
が
外
征
を
凍
結
さ
せ
た
と
し
た
。
本
稿
も
ま
た
高
橋
氏
が
提
起
し
た
意
義
づ
け
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
副
島
の
征

台
論
は
一
貫
し
て
留
守
政
府
で
く
す
ぶ
り
続
け
た
問
題
で
あ
り
、
後
述
す
る
日
清
修
好
条
規
批
准
の
会
談
に
お
い
て
も
、
副
島
は
閣
議
決
定
で
あ
る

外
征
の
凍
結
を
覆
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
な
ぜ
副
島
が
閣
議
決
定
を
覆
し
た
か
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。

（
10
）	

征
韓
論
と
征
台
論
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
も
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
森
田
朋
子
・
齋
藤
洋
子
『
副
島
種
臣
』
二
九
頁
（
佐
賀

城
本
丸
歴
史
館
、
二
〇
一
四
年
）
で
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）	

ち
な
み
に
前
掲
高
橋
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」
で
は
、
明
治
五
年
の
征
台
論
か
ら
日
清
戦
争
ま
で
対
外
政
策
に
お
い
て
薩
派
―
強
硬
と
長
派
―
穏

健
の
図
式
が
成
立
し
た
と
捉
え
る
が
、
明
治
六
年
政
変
に
お
い
て
薩
派
で
あ
る
大
久
保
利
通
（
参
議
）
は
征
韓
論
に
は
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
ま
た
、
日
清
戦
争
に
際
し
て
松
方
正
義
は
緊
縮
財
政
の
立
場
か
ら
非
戦
論
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
薩
派
も
一
枚
岩
と
は
言
い
難
く
、

一
概
に
薩
派
―
強
硬
と
長
派
―
穏
健
と
い
う
図
式
で
定
義
で
き
な
い
。

ま
た
、
後
藤
新
「
台
湾
出
兵
の
一
考
察
」（
武
蔵
野
大
学
法
学
会
編
『
武
蔵
野
法
学
』
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
副
島
の
渡
清
使
節
内
定
の
経

緯
を
詳
述
し
つ
つ
、
副
島
の
対
清
交
渉
方
針
が
リ
ゼ
ン
ド
ル
の
意
見
を
踏
ま
え
て
台
湾
の
領
有
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
同
論
文
は
征
台
論
や
副
島
の
対
清
交
渉
方
針
が
当
時
の
政
局
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
な
ど
の
意

義
づ
け
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）	

前
掲
醍
醐
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」。

（
13
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
14
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

捉
え
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
を
生
じ
さ
せ
る
。
事
実
、
明
治
七
年
五
月
の
台
湾
出
兵
で
は
、
副
島
が
外
務
卿
在
任
中
に
収
集
し
た
情
報

が
活
用
さ
れ
る
一
方
、
大
久
保
利
通
（
参
議
・
内
務
卿
）
の
外
征
は
清
朝
政
府
と
の
戦
争
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
し
ま
う
。
台
湾
出
兵

後
に
清
朝
政
府
と
の
緊
張
緩
和
に
大
久
保
が
奔
走
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
副
島
外
務
卿
期
に
企
図
さ
れ
た
征
台
の
実
行
が
国
際
関
係

の
悪
化
を
招
く
と
認
識
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
明
治
政
府
の
対
外
方
針
の
転
換
が
垣
間
見
え
る
と
と
も
に
、
留
守
政
府
か
ら
一
貫
し
て
既

定
路
線
的
に
大
陸
進
出
や
帝
国
主
義
の
発
露
し
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
側
面
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註（
1
）	

家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

実
際
に
「
明
治
六
年
七
月
二
九
日
付
板
垣
退
助
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

公
然
と
使
節
を
差
し
向
け
ら
れ
候
わ
ば
、
暴
殺
は
致
す
べ
き
儀
と
相
察
せ
ら
れ
候
に
付
き
、
何
卒
私
を
御
遣
わ
し
下
さ
れ
候
処
、
伏
し
て
願
い

奉
り
候
。
副
島
君
の
如
き
立
派
の
使
節
は
出
来
申
さ
ず
候
得
共
、
死
す
る
位
の
事
は
相
調
い
申
す
べ
き
か
と
存
奉
り
候
間
、
宜
敷
希
い
奉
り
候
。

此
の
旨
略
儀
な
が
ら
書
中
を
以
て
御
意
を
得
奉
り
候
（
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
一
～
三
七
二
頁
）。

（
2
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
〇
～
三
七
二
頁
。

（
3
）	「
一
萬
の
出
兵
容
易
な
る
訳
は
、
是
迄
日
本
四
拾
万
余
の
武
士
い
つ
れ
も
剛
勇
難
御
者
に
て
、
此
等
有
事
は
喜
て
出
兵
可
致
」（「
壬
申
九
月
廿
四
日
於

横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」〈
外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
七
巻
、
一
三
頁
〉）
と
あ
り
、
征

台
に
際
し
て
士
族
を
派
遣
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）	

毛
利
敏
彦
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）、
同
『
明
治
六
年
政
変
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）、
同
『
江
藤
新
平
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）、
関
口
栄
一
「
明
治
六
年
定
額
問
題
」（
東
北
大
学
法
学
会
編
『
法
学
』
四
四
巻
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
司
法
省
と
大
蔵

省
」（
前
掲
東
北
大
学
法
学
会
編
『
法
学
』
五
〇
巻
一
号
、
一
九
八
六
年
）、
柏
原
宏
紀
『
工
部
省
の
研
究
』
第
六
章
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
）、
小
幡
圭
祐
『
井
上
馨
と
明
治
国
家
建
設
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）、
拙
著
『
司
法
省
と
明
治
国
家
の
形
成
』
第
四
章
・
第
五

章
（
同
成
社
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。
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務
章
程
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
外
務
卿
権
限
の
拡
大
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
副
島
の
上
申
書
は
「
外
務
省
事
務
章
程
」
の

確
認
の
意
味
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
31
）	

な
お
、
井
上
は
大
隈
に
宛
て
て
副
島
の
渡
清
に
際
し
て
次
の
よ
う
な
所
見
を
送
っ
て
い
る
。

副
島
之
使
節
ハ
自
然
事
誤
ル
ト
取
返
ス
不
能
事
件
ニ
候
間
、
同
人
ハ
其
侭
外
務
卿
ナ
レ
ハ
御
留
置
候
而
、
其
人
ヲ
御
遣
シ
被
成
候
方
、
御
丈
夫

歟
と
奉
存
候
。
其
人
撰
ハ
陸
奥
（
宗
光
租
税
頭
―
筆
者
註
）
ヲ
御
撰
被
成
候
ハ
ヽ
、
同
人
ハ
充
分
御
適
当
歟
ト
奉
存
候
（「
明
治
六
年
三
月
一
日

付
大
隈
重
信
宛
井
上
馨
書
簡
」〈
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
二
巻
、
三
七
頁
〉）。

井
上
は
副
島
を
渡
清
使
節
に
任
命
し
た
場
合
、
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
陸
奥
宗
光
を
派
遣
す
べ
き
と
し
て
い
た
。

（
32
）	

前
掲
毛
利
『
明
治
六
年
政
変
』
一
〇
八
頁
。

（
33
）	

勝
田
政
治
氏
に
よ
る
と
、
征
台
は
不
平
士
族
対
策
と
し
て
留
守
政
府
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
副
島
の
渡
清
中
も
征
台
論
は
収
束
し
な
か
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
勝
田
政
治
『
内
務
省
と
明
治
国
家
形
成
』
六
六
～
六
七
頁
〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
〉）。

（
34
）	「
明
治
六
年
二
月
一
七
日
付
大
隈
重
信
宛
副
島
種
臣
書
簡
」（
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
七
巻
、
五
四
～
五
五

頁
）。

（
35
）	

前
掲
醍
醐
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」。

（
36
）	

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
三
巻
、
三
八
頁
、
明
治
六
年
三
月
九
日
。

（
37
）	

前
掲
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
三
巻
、
三
八
～
三
九
頁
。

（
38
）	「
清
国
ニ
テ
ノ
心
得
方
達
ノ
件
」（
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
六
巻
、
一
二
三
頁
）。
明
治
六
年
三
月
九
日
。

（
39
）	「
明
治
七
年
五
月
七
日
付
木
戸
孝
允
宛
渋
沢
栄
一
書
簡
」（
木
戸
孝
允
関
係
文
書
研
究
会
編
『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
四
巻
、
二
八
六
～
二
八
七
頁
）。

な
お
、
書
簡
内
容
に
つ
い
て
は
疑
義
が
な
い
な
が
ら
も
、
前
掲
高
橋
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」
に
よ
れ
ば
、
書
簡
中
の
詳
細
な
日
付
に
つ
い
て

は
正
確
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）	

後
年
の
回
顧
に
よ
る
と
、
副
島
は
清
朝
と
の
交
渉
に
お
い
て
「
台
湾
を
討
ち
さ
へ
す
れ
ば
宜
し
い
」
と
思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
副
島
種
臣

「
副
島
伯
経
歴
偶
談
」〈
島
善
高
編
『
副
島
種
臣
全
集
』
二
巻
、
四
六
三
頁
。
初
出
は
『
東
邦
協
会
会
報
』
四
四
号
、
一
八
九
八
年
〉）。

（
41
）	

柳
原
前
光
は
、
外
務
省
に
出
仕
し
た
明
治
二
年
よ
り
日
清
修
好
条
規
締
結
の
予
備
交
渉
に
参
画
し
て
お
り
、
省
内
で
は
清
朝
事
情
に
も
明
る
か
っ
た
。

ま
た
、
所
属
す
る
文
書
司
を
通
じ
て
柳
原
派
を
形
成
し
て
い
た
（
長
井
純
市
「
日
清
修
好
条
規
締
結
交
渉
と
柳
原
前
光
」〈
日
本
歴
史
学
会
編
『
日
本

（
15
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
16
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
17
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
18
）	
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
一
巻
、
四
七
六
～
四
七
八
頁
。

（
19
）	
事
実
、
宮
島
誠
一
郎
「
養
浩
堂
日
録
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
宮
島
誠
一
郎
関
係
文
書
」
二
五
）
に
は
、
正
院
で
の
審
議
事
項
が
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
お
り
、
留
守
政
府
に
お
い
て
征
台
は
凍
結
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

此
節
目
的
立
議
之
廉
。
国
内
省
ヲ
起
ス
事
。
国
会
議
院
ヲ
起
ス
事
。
文
部
教
育
ヲ
隆
ニ
ス
ル
事
。
陸
軍
ヲ
改
正
ス
ル
事
。
工
部
ヲ
民
ニ
付
ス
ル

事
。
国
法
ヲ
立
ル
事
。
州
県
ヲ
革
正
ス
ル
事
（
明
治
六
年
四
月
二
〇
日
条
）。

（
20
）	

外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
八
九
頁
（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
21
）	「
外
務
省
章
程
」（
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
〇
頁
）。

（
22
）	

明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
巻
一
八
九
頁
。

（
23
）	

前
掲
明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
巻
一
八
五
頁
。

（
24
）	

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
単
行
書
・
大
使
書
類
原
本
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
」
単
〇
〇
三
二
四
一
〇
〇
。

（
25
）	「
定
額
金
御
改
定
ニ
付
伺
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
」
明
治
六
年
九
一
巻
、
外
務
省
伺
録
〈
明
治
六
年
一
月
・
二
月
〉。
公

〇
〇
八
二
二
一
〇
〇
一
〇
〇
四
）。

（
26
）	

前
掲
関
口
「
明
治
六
年
定
額
問
題
」、
前
掲
同
「
司
法
省
と
大
蔵
省
」
な
ど
。

（
27
）	

前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
九
頁
。

（
28
）	「
明
治
五
年
四
月
二
五
日
付
正
院
宛
上
申
」（
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
八
頁
）。

（
29
）	

前
掲
「
明
治
五
年
四
月
二
五
日
付
正
院
宛
上
申
」。

（
30
）	

な
お
、
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
は
、
条
約
改
正
本
交
渉
に
乗
り
出
す
た
め
、
明
治
五
年
五
月
に
岩
倉
使
節
の
随
員
で
あ
っ
た
大
久
保
利

通
と
伊
藤
博
文
が
委
任
状
交
付
を
求
め
て
帰
国
し
た
際
に
、
副
島
が
反
対
の
上
申
を
し
て
以
降
、
副
島
は
外
務
卿
権
限
の
強
化
に
積
極
的
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
九
八
・
九
九
頁
）。

し
か
し
、
国
書
へ
の
外
務
卿
の
加
印
や
在
外
使
臣
へ
の
訓
令
を
外
務
卿
か
ら
伝
達
す
る
こ
と
な
ど
は
、
す
で
に
明
治
四
年
八
月
制
定
「
外
務
省
事
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務
章
程
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
外
務
卿
権
限
の
拡
大
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
副
島
の
上
申
書
は
「
外
務
省
事
務
章
程
」
の

確
認
の
意
味
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
31
）	

な
お
、
井
上
は
大
隈
に
宛
て
て
副
島
の
渡
清
に
際
し
て
次
の
よ
う
な
所
見
を
送
っ
て
い
る
。

副
島
之
使
節
ハ
自
然
事
誤
ル
ト
取
返
ス
不
能
事
件
ニ
候
間
、
同
人
ハ
其
侭
外
務
卿
ナ
レ
ハ
御
留
置
候
而
、
其
人
ヲ
御
遣
シ
被
成
候
方
、
御
丈
夫

歟
と
奉
存
候
。
其
人
撰
ハ
陸
奥
（
宗
光
租
税
頭
―
筆
者
註
）
ヲ
御
撰
被
成
候
ハ
ヽ
、
同
人
ハ
充
分
御
適
当
歟
ト
奉
存
候
（「
明
治
六
年
三
月
一
日

付
大
隈
重
信
宛
井
上
馨
書
簡
」〈
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
二
巻
、
三
七
頁
〉）。

井
上
は
副
島
を
渡
清
使
節
に
任
命
し
た
場
合
、
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
陸
奥
宗
光
を
派
遣
す
べ
き
と
し
て
い
た
。

（
32
）	

前
掲
毛
利
『
明
治
六
年
政
変
』
一
〇
八
頁
。

（
33
）	

勝
田
政
治
氏
に
よ
る
と
、
征
台
は
不
平
士
族
対
策
と
し
て
留
守
政
府
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
副
島
の
渡
清
中
も
征
台
論
は
収
束
し
な
か
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
勝
田
政
治
『
内
務
省
と
明
治
国
家
形
成
』
六
六
～
六
七
頁
〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
〉）。

（
34
）	「
明
治
六
年
二
月
一
七
日
付
大
隈
重
信
宛
副
島
種
臣
書
簡
」（
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
七
巻
、
五
四
～
五
五

頁
）。

（
35
）	

前
掲
醍
醐
「
外
務
卿
副
島
種
臣
と
日
露
領
土
問
題
」。

（
36
）	

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
三
巻
、
三
八
頁
、
明
治
六
年
三
月
九
日
。

（
37
）	

前
掲
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
三
巻
、
三
八
～
三
九
頁
。

（
38
）	「
清
国
ニ
テ
ノ
心
得
方
達
ノ
件
」（
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
六
巻
、
一
二
三
頁
）。
明
治
六
年
三
月
九
日
。

（
39
）	「
明
治
七
年
五
月
七
日
付
木
戸
孝
允
宛
渋
沢
栄
一
書
簡
」（
木
戸
孝
允
関
係
文
書
研
究
会
編
『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
四
巻
、
二
八
六
～
二
八
七
頁
）。

な
お
、
書
簡
内
容
に
つ
い
て
は
疑
義
が
な
い
な
が
ら
も
、
前
掲
高
橋
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」
に
よ
れ
ば
、
書
簡
中
の
詳
細
な
日
付
に
つ
い
て

は
正
確
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）	

後
年
の
回
顧
に
よ
る
と
、
副
島
は
清
朝
と
の
交
渉
に
お
い
て
「
台
湾
を
討
ち
さ
へ
す
れ
ば
宜
し
い
」
と
思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
副
島
種
臣

「
副
島
伯
経
歴
偶
談
」〈
島
善
高
編
『
副
島
種
臣
全
集
』
二
巻
、
四
六
三
頁
。
初
出
は
『
東
邦
協
会
会
報
』
四
四
号
、
一
八
九
八
年
〉）。

（
41
）	

柳
原
前
光
は
、
外
務
省
に
出
仕
し
た
明
治
二
年
よ
り
日
清
修
好
条
規
締
結
の
予
備
交
渉
に
参
画
し
て
お
り
、
省
内
で
は
清
朝
事
情
に
も
明
る
か
っ
た
。

ま
た
、
所
属
す
る
文
書
司
を
通
じ
て
柳
原
派
を
形
成
し
て
い
た
（
長
井
純
市
「
日
清
修
好
条
規
締
結
交
渉
と
柳
原
前
光
」〈
日
本
歴
史
学
会
編
『
日
本

（
15
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
16
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
17
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
18
）	

井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
一
巻
、
四
七
六
～
四
七
八
頁
。

（
19
）	

事
実
、
宮
島
誠
一
郎
「
養
浩
堂
日
録
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
宮
島
誠
一
郎
関
係
文
書
」
二
五
）
に
は
、
正
院
で
の
審
議
事
項
が
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
お
り
、
留
守
政
府
に
お
い
て
征
台
は
凍
結
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

此
節
目
的
立
議
之
廉
。
国
内
省
ヲ
起
ス
事
。
国
会
議
院
ヲ
起
ス
事
。
文
部
教
育
ヲ
隆
ニ
ス
ル
事
。
陸
軍
ヲ
改
正
ス
ル
事
。
工
部
ヲ
民
ニ
付
ス
ル

事
。
国
法
ヲ
立
ル
事
。
州
県
ヲ
革
正
ス
ル
事
（
明
治
六
年
四
月
二
〇
日
条
）。

（
20
）	

外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
八
九
頁
（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
21
）	「
外
務
省
章
程
」（
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
〇
頁
）。

（
22
）	

明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
巻
一
八
九
頁
。

（
23
）	

前
掲
明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
巻
一
八
五
頁
。

（
24
）	

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
単
行
書
・
大
使
書
類
原
本
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
」
単
〇
〇
三
二
四
一
〇
〇
。

（
25
）	「
定
額
金
御
改
定
ニ
付
伺
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
」
明
治
六
年
九
一
巻
、
外
務
省
伺
録
〈
明
治
六
年
一
月
・
二
月
〉。
公

〇
〇
八
二
二
一
〇
〇
一
〇
〇
四
）。

（
26
）	

前
掲
関
口
「
明
治
六
年
定
額
問
題
」、
前
掲
同
「
司
法
省
と
大
蔵
省
」
な
ど
。

（
27
）	

前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
九
頁
。

（
28
）	「
明
治
五
年
四
月
二
五
日
付
正
院
宛
上
申
」（
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
九
八
頁
）。

（
29
）	

前
掲
「
明
治
五
年
四
月
二
五
日
付
正
院
宛
上
申
」。

（
30
）	

な
お
、
前
掲
外
務
省
編
『
外
務
省
の
百
年
』
は
、
条
約
改
正
本
交
渉
に
乗
り
出
す
た
め
、
明
治
五
年
五
月
に
岩
倉
使
節
の
随
員
で
あ
っ
た
大
久
保
利

通
と
伊
藤
博
文
が
委
任
状
交
付
を
求
め
て
帰
国
し
た
際
に
、
副
島
が
反
対
の
上
申
を
し
て
以
降
、
副
島
は
外
務
卿
権
限
の
強
化
に
積
極
的
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
九
八
・
九
九
頁
）。

し
か
し
、
国
書
へ
の
外
務
卿
の
加
印
や
在
外
使
臣
へ
の
訓
令
を
外
務
卿
か
ら
伝
達
す
る
こ
と
な
ど
は
、
す
で
に
明
治
四
年
八
月
制
定
「
外
務
省
事
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学
』
一
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宮
島
誠
一
郎
（
左
院
議
官
）
は
征
韓
派
参
議
が
下
野
し
た
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
に
板
垣
と
面
会
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
日
記
に
書

き
留
め
て
い
る
。

一
時
半
板
垣
を
訪
面
談
（
中
略
）
初
め
西
郷
等
の
征
韓
を
論
ス
ル
。
急
ニ
可
伐
旨
切
迫
。
仍
テ
板
垣
等
ハ
目
的
ヲ
立
テ
、
徐
ニ
可
謀
之
論
相
別

れ
、
そ
れ
と
て
も
ヤ
ハ
リ
西
郷
破
裂
セ
ハ
内
務
モ
不
調
。
寧
ロ
西
郷
と
共
ニ
急
撃
ス
ヘ
シ
ト
同
意
ナ
リ
し
（「
養
浩
堂
日
録　

明
治
六
年
癸
酉
」

〈
前
掲
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
宮
島
誠
一
郎
文
書
」
二
五
〉）。

宮
島
に
よ
る
と
、
西
郷
が
征
韓
論
を
急
か
し
始
め
た
た
め
、
板
垣
は
目
的
を
立
て
着
実
に
進
め
る
よ
う
に
唱
え
た
と
こ
ろ
、
西
郷
と
物
別
れ
に

陥
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
西
郷
が
火
種
と
な
り
政
府
批
判
を
始
め
る
こ
と
を
恐
れ
て
板
垣
は
征
韓
論
賛
成
に
ま
わ
っ
た
と
あ
る
。

（
55
）	「
明
治
六
年
九
月
二
七
日
付
三
条
実
美
宛
副
島
種
臣
書
簡
」（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
三
条
実
美
関
係
文
書
」
三
一
八
―
二
）。

（
56
）	

具
体
的
に
は
一
八
七
二
年
に
確
立
し
た
鉄
道
・
鉱
山
・
通
信
・
銀
行
を
網
羅
し
た
ロ
イ
タ
ー
利
権
が
挙
げ
ら
れ
る
（
南
塚
信
吾
『「
連
動
」
す
る
世
界

史
』
九
九
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）。

ま
た
、
一
八
七
四
年
二
月
に
英
国
で
は
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（
保
守
党
）
が
首
相
に
つ
く
と
、「
帝
国
航
路
」
の
強
化
が
よ
り
本
格
化
し
て
い
く
。
デ
ィ

ズ
レ
ー
リ
政
権
で
は
エ
ジ
プ
ト
太パ
シ
ャ守

が
保
有
し
て
い
た
ス
エ
ズ
運
河
会
社
の
株
式
を
購
入
し
、
同
社
最
大
の
株
主
と
な
っ
た
ほ
か
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

女
王
の
イ
ン
ド
皇
帝
即
位
が
画
策
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
57
）	

前
掲
南
塚
『「
連
動
」
す
る
世
界
史
』
一
〇
〇
頁
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ポ
ー
タ
ー
「
帝
国
と
世
界
」（
コ
リ
ン
・
マ
シ
ュ
ー
編
、
鶴
島
博
和
監
修
、
君

塚
直
隆
監
訳
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
歴
史
9
・
19
世
紀
』〈
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
〉）。

（
58
）	

前
述
の
「
明
治
六
年
七
月
一
二
日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～

六
〇
七
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

初
発
よ
り
専
ら
謁
見
議
論
の
み
の
処
へ
、
突
然
台
湾
事
件
突
っ
込
ま
れ
、
不
虞
を
討
た
れ
、
随
分
面
白
き
愉
快
千
万
の
至
り
に
御
座
候
。
就
い

て
は
神
速
突
き
入
り
候
方
然
る
べ
く
存
じ
奉
り
候
得
共
、
炎
熱
の
土
地
殊
に
風
土
も
相
変
わ
り
、
旁
憂
苦
も
少
な
か
ら
ず
存
じ
奉
り
候
に
付
き
、

時
機
後
れ
ざ
る
様
十
月
を
期
限
に
て
突
き
入
り
候
方
、
如
何
に
御
座
候
や
と
存
じ
奉
り
候
。

ま
た
、
前
述
の
「
明
治
六
年
九
月
二
七
日
付
三
条
実
美
宛
副
島
種
臣
書
簡
」
に
せ
よ
、
一
〇
月
を
期
限
と
し
た
気
候
上
の
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
に
比
べ
て
緯
度
の
低
い
台
湾
が
遠
征
に
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
寒
冷
に
向
か
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
緯
度
と
気

歴
史
』
四
七
五
号
、
一
九
八
七
年
〉）。

ま
た
、
こ
の
当
時
の
外
務
省
は
少
数
精
鋭
で
副
島
の
意
向
が
伝
わ
り
や
す
い
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
形
式
の
組
織
で
あ
っ
た
（
前
掲
森
田
・
齋
藤
『
副
島

種
臣
』
二
九
頁
）。
そ
の
た
め
柳
原
の
行
動
は
副
島
の
意
向
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
42
）	
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～
六
〇
七
頁
。

（
43
）	
国
家
清
史
編
纂
委
員
会
編
『
李
鴻
章
全
集
』
三
〇
冊
、
五
三
九
頁
。

（
44
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～
六
〇
七
頁
。

（
45
）	

前
掲
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
一
巻
、
四
七
五
～
四
七
六
頁
。

（
46
）	「
明
治
六
年
七
月
二
一
日
付
西
郷
従
道
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、三
六
八
～
三
六
九
頁
）。

（
47
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
48
）	

前
掲
家
近
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
』。
家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
』
四
一
四
～
四
一
八
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

（
49
）	

な
お
、「
明
治
六
年
八
月
三
日
付
三
条
実
美
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
五
～

三
七
八
頁
）
で
は
、「
幾
度
も
世
人
の
難
論
を
受
け
候
儀
に
御
座
候
え
ば
、
甚
だ
困
難
の
次
第
に
御
座
候
間
、
急
速
に
御
処
分
相
定
め
ら
れ
た
き
事
に

御
座
候
」
事
を
理
由
に
征
台
の
可
否
を
速
や
か
に
閣
議
決
定
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
簡
は
征
台
の
実
行
を
要
求
す
る
も
の
で
な

い
。
ま
た
、
同
書
簡
で
は
同
時
に
自
ら
を
朝
鮮
へ
の
使
節
と
し
て
早
期
に
決
定
す
る
こ
と
も
求
め
て
い
る
。

（
50
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
〇
～
三
七
二
頁
。

（
51
）	

多
田
好
問
編
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
二
に
は
、「
十
四
日
、
大
臣
参
議
太
政
官
に
会
し
、
遣
使
の
事
を
議
す
。（
岩
倉
―
筆
者
註
）
具
視
曰
く
、
樺
太

露
人
の
暴
行
、
台
湾
生
蕃
の
暴
行
、
朝
鮮
の
遣
使
、
此
三
事
件
は
孰
れ
も
重
大
事
件
な
り
、
能
く
先
後
緩
急
を
慮
り
て
以
て
、
其
処
分
を
議
定
せ
ん

と
欲
す
」（
一
一
一
四
頁
）
と
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
〇
月
一
五
日
に
江
藤
新
平
（
参
議
）
が
三
条
実
美
と
岩
倉
具
視
（
右
大
臣
）
に
宛
て
た
書
簡
に

は
、
征
台
の
可
否
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
西
郷
の
朝
鮮
派
遣
を
促
す
内
容
に
終
始
し
て
い
る
（
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』
下
巻
〈
南
白
顕
彰
会
、

一
九
一
四
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
六
年
復
刻
版
〉、
二
四
二
～
二
四
六
頁
）。

（
52
）	

前
掲
多
田
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
二
、
一
一
一
四
頁
。

（
53
）	「
樺
太
境
界
談
判
ニ
対
ス
ル
露
国
政
府
ノ
意
向
等
報
知
ノ
件
」（
前
掲
外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
七
巻
、
四
四
五
頁
）。

（
54
）	

な
お
、
征
韓
派
参
議
が
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
田
政
治
「
征
韓
論
政
変
と
大
久
保
利
通
」（
国
士
舘
大
学
日
本
史
学
会
編
『
国
士
舘
史
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学
』
一
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宮
島
誠
一
郎
（
左
院
議
官
）
は
征
韓
派
参
議
が
下
野
し
た
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
に
板
垣
と
面
会
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
日
記
に
書

き
留
め
て
い
る
。

一
時
半
板
垣
を
訪
面
談
（
中
略
）
初
め
西
郷
等
の
征
韓
を
論
ス
ル
。
急
ニ
可
伐
旨
切
迫
。
仍
テ
板
垣
等
ハ
目
的
ヲ
立
テ
、
徐
ニ
可
謀
之
論
相
別

れ
、
そ
れ
と
て
も
ヤ
ハ
リ
西
郷
破
裂
セ
ハ
内
務
モ
不
調
。
寧
ロ
西
郷
と
共
ニ
急
撃
ス
ヘ
シ
ト
同
意
ナ
リ
し
（「
養
浩
堂
日
録　

明
治
六
年
癸
酉
」

〈
前
掲
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
宮
島
誠
一
郎
文
書
」
二
五
〉）。

宮
島
に
よ
る
と
、
西
郷
が
征
韓
論
を
急
か
し
始
め
た
た
め
、
板
垣
は
目
的
を
立
て
着
実
に
進
め
る
よ
う
に
唱
え
た
と
こ
ろ
、
西
郷
と
物
別
れ
に

陥
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
西
郷
が
火
種
と
な
り
政
府
批
判
を
始
め
る
こ
と
を
恐
れ
て
板
垣
は
征
韓
論
賛
成
に
ま
わ
っ
た
と
あ
る
。

（
55
）	「
明
治
六
年
九
月
二
七
日
付
三
条
実
美
宛
副
島
種
臣
書
簡
」（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
三
条
実
美
関
係
文
書
」
三
一
八
―
二
）。

（
56
）	

具
体
的
に
は
一
八
七
二
年
に
確
立
し
た
鉄
道
・
鉱
山
・
通
信
・
銀
行
を
網
羅
し
た
ロ
イ
タ
ー
利
権
が
挙
げ
ら
れ
る
（
南
塚
信
吾
『「
連
動
」
す
る
世
界

史
』
九
九
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）。

ま
た
、
一
八
七
四
年
二
月
に
英
国
で
は
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（
保
守
党
）
が
首
相
に
つ
く
と
、「
帝
国
航
路
」
の
強
化
が
よ
り
本
格
化
し
て
い
く
。
デ
ィ

ズ
レ
ー
リ
政
権
で
は
エ
ジ
プ
ト
太パ
シ
ャ守

が
保
有
し
て
い
た
ス
エ
ズ
運
河
会
社
の
株
式
を
購
入
し
、
同
社
最
大
の
株
主
と
な
っ
た
ほ
か
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

女
王
の
イ
ン
ド
皇
帝
即
位
が
画
策
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
57
）	

前
掲
南
塚
『「
連
動
」
す
る
世
界
史
』
一
〇
〇
頁
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ポ
ー
タ
ー
「
帝
国
と
世
界
」（
コ
リ
ン
・
マ
シ
ュ
ー
編
、
鶴
島
博
和
監
修
、
君

塚
直
隆
監
訳
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
歴
史
9
・
19
世
紀
』〈
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
〉）。

（
58
）	

前
述
の
「
明
治
六
年
七
月
一
二
日
付
西
郷
隆
盛
宛
樺
山
覚
之
進
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～

六
〇
七
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

初
発
よ
り
専
ら
謁
見
議
論
の
み
の
処
へ
、
突
然
台
湾
事
件
突
っ
込
ま
れ
、
不
虞
を
討
た
れ
、
随
分
面
白
き
愉
快
千
万
の
至
り
に
御
座
候
。
就
い

て
は
神
速
突
き
入
り
候
方
然
る
べ
く
存
じ
奉
り
候
得
共
、
炎
熱
の
土
地
殊
に
風
土
も
相
変
わ
り
、
旁
憂
苦
も
少
な
か
ら
ず
存
じ
奉
り
候
に
付
き
、

時
機
後
れ
ざ
る
様
十
月
を
期
限
に
て
突
き
入
り
候
方
、
如
何
に
御
座
候
や
と
存
じ
奉
り
候
。

ま
た
、
前
述
の
「
明
治
六
年
九
月
二
七
日
付
三
条
実
美
宛
副
島
種
臣
書
簡
」
に
せ
よ
、
一
〇
月
を
期
限
と
し
た
気
候
上
の
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
に
比
べ
て
緯
度
の
低
い
台
湾
が
遠
征
に
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
寒
冷
に
向
か
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
緯
度
と
気

歴
史
』
四
七
五
号
、
一
九
八
七
年
〉）。

ま
た
、
こ
の
当
時
の
外
務
省
は
少
数
精
鋭
で
副
島
の
意
向
が
伝
わ
り
や
す
い
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
形
式
の
組
織
で
あ
っ
た
（
前
掲
森
田
・
齋
藤
『
副
島

種
臣
』
二
九
頁
）。
そ
の
た
め
柳
原
の
行
動
は
副
島
の
意
向
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
42
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～
六
〇
七
頁
。

（
43
）	

国
家
清
史
編
纂
委
員
会
編
『
李
鴻
章
全
集
』
三
〇
冊
、
五
三
九
頁
。

（
44
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
六
巻
、
六
〇
三
～
六
〇
七
頁
。

（
45
）	

前
掲
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
一
巻
、
四
七
五
～
四
七
六
頁
。

（
46
）	「
明
治
六
年
七
月
二
一
日
付
西
郷
従
道
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、三
六
八
～
三
六
九
頁
）。

（
47
）	

前
掲
「
壬
申
九
月
廿
四
日
於
横
浜
出
張
所
副
島
外
務
卿
米
国
人
ゼ
ネ
ラ
ル
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
応
接
記
」。

（
48
）	

前
掲
家
近
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
』。
家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
』
四
一
四
～
四
一
八
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

（
49
）	

な
お
、「
明
治
六
年
八
月
三
日
付
三
条
実
美
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
」（
前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
五
～

三
七
八
頁
）
で
は
、「
幾
度
も
世
人
の
難
論
を
受
け
候
儀
に
御
座
候
え
ば
、
甚
だ
困
難
の
次
第
に
御
座
候
間
、
急
速
に
御
処
分
相
定
め
ら
れ
た
き
事
に

御
座
候
」
事
を
理
由
に
征
台
の
可
否
を
速
や
か
に
閣
議
決
定
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
簡
は
征
台
の
実
行
を
要
求
す
る
も
の
で
な

い
。
ま
た
、
同
書
簡
で
は
同
時
に
自
ら
を
朝
鮮
へ
の
使
節
と
し
て
早
期
に
決
定
す
る
こ
と
も
求
め
て
い
る
。

（
50
）	

前
掲
西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
巻
、
三
七
〇
～
三
七
二
頁
。

（
51
）	

多
田
好
問
編
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
二
に
は
、「
十
四
日
、
大
臣
参
議
太
政
官
に
会
し
、
遣
使
の
事
を
議
す
。（
岩
倉
―
筆
者
註
）
具
視
曰
く
、
樺
太

露
人
の
暴
行
、
台
湾
生
蕃
の
暴
行
、
朝
鮮
の
遣
使
、
此
三
事
件
は
孰
れ
も
重
大
事
件
な
り
、
能
く
先
後
緩
急
を
慮
り
て
以
て
、
其
処
分
を
議
定
せ
ん

と
欲
す
」（
一
一
一
四
頁
）
と
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
〇
月
一
五
日
に
江
藤
新
平
（
参
議
）
が
三
条
実
美
と
岩
倉
具
視
（
右
大
臣
）
に
宛
て
た
書
簡
に

は
、
征
台
の
可
否
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
西
郷
の
朝
鮮
派
遣
を
促
す
内
容
に
終
始
し
て
い
る
（
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』
下
巻
〈
南
白
顕
彰
会
、

一
九
一
四
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
六
年
復
刻
版
〉、
二
四
二
～
二
四
六
頁
）。

（
52
）	

前
掲
多
田
『
岩
倉
公
実
記
』
下
巻
二
、
一
一
一
四
頁
。

（
53
）	「
樺
太
境
界
談
判
ニ
対
ス
ル
露
国
政
府
ノ
意
向
等
報
知
ノ
件
」（
前
掲
外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
七
巻
、
四
四
五
頁
）。

（
54
）	

な
お
、
征
韓
派
参
議
が
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
田
政
治
「
征
韓
論
政
変
と
大
久
保
利
通
」（
国
士
舘
大
学
日
本
史
学
会
編
『
国
士
舘
史
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候
の
相
関
関
係
や
台
湾
の
一
一
月
の
気
候
と
い
っ
た
地
理
学
的
な
理
解
が
副
島
や
樺
山
に
欠
け
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
征
台
を
急
ぐ
口
実
と
し
て
気

候
が
用
い
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

事
実
、
副
島
は
明
治
五
年
九
月
二
三
日
の
デ
ロ
ン
グ
（
米
国
駐
日
公
使
）
と
の
会
談
で
台
湾
の
気
候
が
温
暖
で
あ
る
と
の
情
報
を
得
て
い
る
（
外

務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
明
治
年
間
追
捕
第
一
冊
、
一
〇
五
頁
）
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

（
59
）	
勝
田
政
治
『〈
政
事
家
〉
大
久
保
利
通
』
一
四
四
～
一
四
八
頁
（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

（
60
）	

明
治
六
年
政
変
後
の
副
島
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
洋
子
『
副
島
種
臣
と
明
治
国
家
』（
慧
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
前
掲
安
岡
『
副
島
種
臣
』、
前
掲
森

田
・
齋
藤
『
副
島
種
臣
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
61
）	

遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
一
九
七
二
年
増
補
版
）、
井
上
清
『
日
本
現
代
史
』
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一

年
）、
石
井
孝
『
増
補
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）、
芝
原
拓
自
『
日
本
近
代
化
の
世
界
史
的
位
置
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
一
年
）
な
ど
。

（
62
）	

中
村
菊
男
『
近
代
日
本
の
法
的
形
成
』（
有
信
堂
、
一
九
五
八
年
）
な
ど
。

（
63
）	

石
井
孝
『
明
治
初
期
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
有
隣
堂
、
一
九
八
二
年
）、
前
掲
安
岡
『
明
治
前
期
大
陸
政
策
史
の
研
究
』
な
ど
。

（
64
）	

前
掲
家
近
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
』、
鵜
飼
政
志
『
明
治
維
新
の
国
際
舞
台
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。
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